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１　機関名
東邦大学

２　機関の所在地
大森地区(医学部、看護学部、大森病院)

　　〒１４３－８５４０

　　東京都大田区大森西５－２１－１６

習志野地区(薬学部、理学部)

　　〒２７４－８５１０

　　千葉県船橋市三山２－２－１

大橋病院

　　〒１５３－８５１５

　　東京都目黒区大橋２－１７－６

佐倉病院

　　〒２８５－０８４１

　　千葉県佐倉市下志津２９２－１３

３　管理運営体制
責任体系

最高管理責任者

総括管理責任者

〃

コンプライアンス推進責任者

〃

〃

〃

〃 法人本部財務部長 白井　久己(しらい　ひさき)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

その他(コンプライアンス推進責任者補佐)

〃

〃

コンプライアンス推進副責任者 心理学研究室 　教授 田崎　美弥子（たざき　みやこ）

〃 物理学研究室 　教授 川口　高明（かわぐち　たかあき）

看護学部長

薬学部長

理学部長

高木　廣文(たかぎ　ひろふみ)

加藤　文男(かとう　ふみお)

高橋　正(たかはし　まさし)

小原　明(おはら　あきら)

学事統括部長

大森学事部長

中村　俊一郎(なかむら　しゅんいちろう)

大瀧　貞雄(おおたき　さだお)

習志野学事部長

佐藤　信一(さとう　のぶかず)

岸　明彦(きし　あきひこ)

飯村　誠(いいむら　まこと)

杉崎 経雄(すぎざき　つねお)

鈴木　良昭(すずき　よしあき)

所　常明(ところ　つねあき)

高松　研(たかまつ　けん)

大森病院事務部長

大橋病院事務部長

佐倉病院事務部長

大森病院長

山﨑　純一(やまざき　じゅんいち)

※　研究組織が複数のキャンパスに所在する場合には、主なキャンパスの所在地をそれぞれ記入してください。

氏　名（ふりがな）

医学部長

財務担当常務理事

学長

職　名

大橋病院長

佐倉病院長

杉　薫(すぎ　かおる)

加藤　良二(かとう　りょうじ)

事務局長
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〃 化学研究室　教授 加藤　修司（かとう　しゅうじ）

〃 生物学研究室　教授 平　敬宏（たいら　たかひろ）

〃 英語学研究室　准教授 Alan　M.　Hauk（あらん　えむ．　はうく）

〃 解剖学講座生体構造分野　教授 佐藤　二美（さとう　ふみ）

〃 解剖学講座微細形態学分野　教授 黒田　優（くろだ　まさる）

〃 生理学講座統合生理学分野　教授 赤羽　悟美（あかはね　さとみ）

〃 生理学講座細胞生理学分野　教授 高松　研（たかまつ　けん）

〃 生化学講座　教授 中野　裕康（なかの　ひろやす）

〃 薬理学講座　教授 杉山　篤（すぎやま　あつし）

〃 病理学講座　教授 三上　哲夫（みかみ　てつお）

〃 微生物・感染症学講座感染制御学分野　教授 舘田　一博（たてだ　かずひろ）

〃 微生物・感染症学講座感染病態・治療学分野　教授 舘田　一博（たてだ　かずひろ）

〃 社会医学講座衛生学分野　教授 西脇　祐司（にしわき　ゆうじ）

〃 社会医学講座公衆衛生学分野　教授 長谷川　友紀（はせがわ　とものり）

〃 社会医学講座医療政策・経営科学分野　教授 長谷川　友紀（はせがわ　とものり）

〃 社会医学講座医療統計学分野　教授 村上　義孝（むらかみ　よしたか）

〃 法医学講座　教授 黒﨑　久仁彦（くろさき　くにひこ）

〃 免疫学講座　教授 近藤　元就（こんどう　もとなり）

〃 医学情報学研究室　講師 津熊　久幸（つくま　ひさゆき）

〃 総合診療・救急医学講座　教授 瓜田　純久（うりた　よしひさ）

〃 内科学講座消化器内科学分野（大森）　教授 住野　泰清（すみの　やすきよ）

〃 内科学講座消化器内科学分野（大橋）　教授 前谷　容（まえたに　いるる）

〃 内科学講座消化器内科学分野（佐倉）　教授 鈴木　康夫（すずき　やすお）

〃 内科学講座循環器内科学分野（大森）　教授 池田　隆德（いけだ　たかのり）

〃 内科学講座循環器内科学分野（大橋）　教授（病院） 杉　薫（すぎ　かおる）

〃 内科学講座循環器内科学分野（佐倉）　教授 鈴木　康夫（すずき　やすお）

〃 内科学講座呼吸器内科学分野（大森）　教授 本間　栄（ほんま　さかえ）

〃 内科学講座呼吸器内科学分野（大橋）　教授 松瀬　厚人（まつせ　ひろと）

〃 内科学講座呼吸器内科学分野（佐倉）　教授 鈴木　康夫（すずき　やすお）

〃 内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野（大森）　教授 弘世　貴久（ひろせ　たかひさ）

〃 内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野（大橋） 教授（病院柴　輝男（しば　てるお）

〃 内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野（佐倉）　教授 鈴木　康夫（すずき　やすお）

〃 内科学講座神経内科学分野（大森）　教授（病院） 岩崎　泰雄（いわさき　やすお）

〃 内科学講座神経内科学分野（大橋）　教授（病院） 藤岡　俊樹（ふじおか　としき）

〃 内科学講座神経内科学分野（佐倉）　教授 鈴木　康夫（すずき　やすお）

〃 内科学講座血液腫瘍学分野（大森）　准教授（病院） 名取　一彦（なとり　かずひこ）

〃 内科学講座膠原病学分野（大森）　教授 川合　眞一（かわい　しんいち）

〃 内科学講座膠原病学分野（大橋）　教授 亀田　秀人（かめだ　ひでと）

〃 腎臓学講座（大森）　教授 相川　厚（あいかわ　あつし）
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〃 腎臓学講座（大橋）　教授（病院） 長谷　弘記（はせ　ひろき）

〃 外科学講座一般・消化器学分野（大森）　教授 金子　弘真（かねこ　ひろのり）

〃 外科学講座一般・消化器学分野（大橋）　教授（病院） 長尾　二郎（ながお　じろう）

〃 外科学講座一般・消化器学分野（佐倉）　教授（病院） 加藤　良二（かとう　りょうじ）

〃 外科学講座心臓血管外科学分野（大森）　教授 渡邉　善則（わたなべ　よしのり）

〃 外科学講座心臓血管外科学分野（大橋）　教授（病院） 尾﨑　重之（おざき　しげゆき）

〃 外科学講座心臓血管外科学分野（佐倉）　教授（病院） 加藤　良二（かとう　りょうじ）

〃 外科学講座呼吸器外科学分野（大森）　教授 伊豫田　明（いよだ　あきら）

〃 外科学講座呼吸器外科学分野（大橋）　教授 草地　信也（くさち　しんや）

〃 外科学講座呼吸器外科学分野（佐倉）　教授（病院） 加藤　良二（かとう　りょうじ）

〃 外科学講座小児外科学分野（大森）　教授 金子　弘真（かねこ　ひろのり）

〃 外科学講座乳腺内分泌外科学分野（大森）　教授 金子　弘真（かねこ　ひろのり）

〃 外科学講座乳腺内分泌外科学分野（大橋）　講師（病院） 岡本　康（おかもと　やすし）

〃 外科学講座乳腺内分泌外科学分野（佐倉）　教授（病院） 加藤　良二（かとう　りょうじ）

〃 脳神経外科学講座（大森）　教授 周郷　延雄（すごう　のぶお）

〃 脳神経外科学講座（大橋）　教授 岩渕　聡（いわぶち　さとし）

〃 脳神経外科学講座（佐倉）　教授（病院） 長尾　建樹（ながお　たけき）

〃 産科婦人科学講座（大森）　教授 森田　峰人（もりた　みねと）

〃 産科婦人科学講座（大橋）　教授 久布白　兼行（くぶしろ　かねゆき）

〃 産科婦人科学講座（佐倉）　教授 木下　俊彦（きのした　としひこ）

〃 小児科学講座（大森）　教授 佐地　勉（さじ　つとむ）

〃 小児科学講座（大橋）　教授 関根　孝司（せきね　たかし）

〃 小児科学講座（佐倉）　教授（病院） 舘野　昭彦（たての　あきひこ）

〃 新生児学講座（大森）　教授 與田　仁志（よだ　ひとし）

〃 精神神経医学講座（大森）　教授 水野　雅文（みずの　まさふみ）

〃 精神神経医学講座（大橋）　教授 水野　雅文（みずの　まさふみ）

〃 精神神経医学講座（佐倉）　教授 黒木　宣夫（くろき　のぶお）

〃 心身医学講座（大森）　教授 坪井　康次（つぼい　こうじ）

〃 整形外科学講座（大森）　教授（病院） 土谷　一晃（つちや　かずあき）

〃 整形外科学講座（大橋）　教授 武者　芳朗（むしゃ　よしろう）

〃 整形外科学講座（佐倉）　教授 中川　晃一（なかがわ　こういち）

〃 泌尿器科学講座（大森）　教授 中島　耕一（なかじま　こういち）

〃 泌尿器科学講座（大橋）　教授 関戸　哲利（せきど　のりとし）

〃 泌尿器科学講座（佐倉）　教授 鈴木　啓悦（すずき　ひろよし）

〃 耳鼻咽喉科学講座（大森）　教授 枝松　秀雄（えだまつ　ひでお）

〃 耳鼻咽喉科学講座（大橋）　教授 吉川　衛（よしかわ　まもる）

〃 耳鼻咽喉科学講座（佐倉）　教授 鈴木　光也（すずき　みつや）

〃 眼科学講座（大森）　教授 堀　裕一（ほり　ゆういち）

〃 眼科学講座（大橋）　教授（病院） 富田　剛司（とみた　ごうじ）
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〃 眼科学講座（佐倉）　教授（病院） 前野　貴俊（まえの　たかとし）

〃 皮膚科学講座（大森）　教授 石河　晃（いしこう　あきら）

〃 皮膚科学講座（大橋）　教授 向井　秀樹（むかい　ひでき）

〃 皮膚科学講座（佐倉）　准教授 樋口　哲也（ひぐち　てつや）

〃 麻酔科学講座（大森）　教授 落合　亮一（おちあい　りょういち）

〃 麻酔科学講座（大橋）　教授 小竹　良文（こたけ　よしふみ）

〃 麻酔科学講座（佐倉）　教授 北村　享之（きたむら　たかゆき）

〃 放射線医学講座（大森）　教授（病院） 寺原　敦朗（てらはら　あつろう）

〃 放射線医学講座（大橋）　准教授（病院） 五味　達哉（ごみ　たつや）

〃 放射線医学講座（佐倉）　教授（病院） 寺田　一志（てらだ　ひとし）

〃 形成外科学講座（大森）　教授 大西　清（おおにし　きよし）

〃 形成外科学講座（大橋）　教授 大西　清（おおにし　きよし）

〃 形成外科学講座（佐倉）　教授 林　明照（はやし　あきてる）

〃 リハビリテーション医学研究室（大森）　教授 海老原　覚（えびはら　さとる）

〃 臨床検査医学研究室（大森）　教授 盛田　俊介（もりた　としすけ）

〃 臨床検査医学研究室（大橋）　教授（病院） 杉　薫（すぎ　かおる）

〃 臨床検査医学研究室（佐倉）　教授 武城　英明（ぶじょう　ひであき）

〃 臨床生理機能学研究室（大森 　 原田　昌彦（はらだ　まさひこ）

〃 臨床生理機能学研究室（佐倉）　教授 東丸　貴信（とまる　たかのぶ）

〃 病院病理学講座（大森）　教授 渋谷　和俊（しぶや　かずとし）

〃 病院病理学講座（大橋）　教授 髙橋　啓（たかはし　けい）

〃 病院病理学講座（佐倉）　准教授（病院） 蛭田　啓之（ひるた　のぶゆき）

〃 口腔外科学研究室（大森）　准教授 関谷　秀樹（せきや　ひでき）

〃 東洋医学研究室（大森）　講師 田中　耕一郎（たなか　こういちろう）
〃
〃
〃
〃
〃 薬品分析学教室　 教授
〃 生化学教室　 教授 高橋　良哉（たかはし　りょうや）
〃 薬品製造学教室　 教授
〃 薬品物理分析学教室　 教授
〃 薬化学教室 　教授
〃 衛生化学教室 　教授
〃 微生物学教室 　教授
〃 薬物学教室 　教授
〃 公衆衛生学教室　 教授
〃 薬物動態学教室 　教授
〃 生物物理学教室　 教授 長濱　辰文（ながはま　たつみ）
〃 薬物治療学研究室 　教授

井上　義雄（いのうえ　よしお）
宮内　正二（みやうち　せいじ）

高原　章（たかはら　あきら）

福島　健（ふくしま　たけし）

東屋　功（あづまや　いさお）
高橋　哲郎（たかはし　てつお）
加藤　恵介（かとう　けいすけ）
山本　千夏（やまもと　ちか）

寺田　勝英（てらだ　かつひで）
小池　一男（こいけ　かずお）
田中　芳夫（たなか　よしお）
多田　周右（ただ　しゅうすけ）

加藤　文男（かとう　ふみお）
田中　光（たなか　ひかる）

薬剤学教室　 教授
生薬学教室　 教授
薬理学教室　 教授
病態生化学教室　 教授
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〃 臨床薬剤学研究室 　教授 大林　雅彦（おおばやし　まさひこ）
〃 臨床病態学研究室　 講師 高橋　瑞穂（たかはし　みずほ）
〃
〃 病態解析学研究室　 准教授
〃 薬事法学研究室　 准教授
〃 臨床薬学研究室 　教授
〃 薬学総合教育部門　 教授
〃 薬学総合実験部門 　講師 五郎丸　美智子（ごろうまる　みちこ）
〃 薬学教育推進部門 　教授
〃 柳川　忠二（やながわ　ちゅうじ）
〃 中央機器室 　講師 満長　克祥（みつなが　かつよし）
〃 数学教室 　准教授
〃 英語教室 　教授 畠田　豊文（はたけだ　とよふみ）
〃 中沢　克江（なかざわ　かつえ）
〃 無機化学教室　 教授
〃 錯体化学教室 　教授 北澤　孝史（きたざわ　たかふみ）
〃 分析化学教室 　教授
〃 生物有機化学教室　 准教授
〃 構造有機化学教室 　教授
〃 物性化学教室　 教授
〃 高分子化学教室　 教授 長谷川　匡俊（はせがわ　まさとし）
〃 地球化学教室　 准教授 山口　耕生（やまぐち　こうせい）
〃 生態部門　 教授 長谷川　雅美（はせがわ　まさみ）
〃 遺伝・進化部門 　教授 西川　輝昭（にしかわ　てるあき）
〃 動物生命機構部門　 教授
〃 植物生命機構部門 　教授 川田　健文（かわた　たけふみ）
〃 表面物理学教室　 教授
〃
〃 磁気物性学教室　 教授 齊藤　敏明（さいとう　としあき）
〃 原子過程科学教室　 教授
〃 基礎物理学教室 　教授
〃 物性物理学教室 　教授
〃 物性理論教室 　教授 河原林　透（かわらばやし　とおる）
〃 宇宙・素粒子教室　 教授
〃 分子科学部門　 教授
〃 分子生理学部門　 教授 中山　克己（なかやま　かつみ）
〃 分子生物学部門 　教授 渡辺　直子（わたなべ　なおこ）
〃 分子医学部門　 教授 小林　芳郎（こばやし　よしろう）
〃 情報科学部門　 教授
〃 地球環境科学部門　 教授
〃 環境管理科学部門 　教授
〃 環境生態学部門　 教授

幅田　揚一（はばた　よういち）
森山　廣思（もりやま　ひろし）

岩室　祥一（いわむろ　しょういち）

高木　祥示（たかぎ　しょうじ）
金　衛国（きん　えいこく）

白柳　潔（しらやなぎ　きよし）
山口　勉（やまぐち　つとむ）
朝倉　暁生（あさくら　あけお）
大越　健嗣（おおこし　けんじ）

秋本　義雄（あきもと　よしお）
吉尾　隆（よしお　たかし）
牧田　みどり（まきた　みどり）

酒井　康弘（さかい　やすひろ）
渋谷　寛（しぶや　ひろし）
西尾　豊（にしお　ゆたか）

金子　真隆（かねこ　まさたか）

髙橋　正（たかはし　まさし）

平山　直紀（ひらやま　なおき）

大井　浩明（おおい　ひろあき）

薬物安全性学研究室　 准教授 佐藤　光利（さとう　みつとし）
武藤　里志（むとう　さとし）

臨床薬学研修センター　 教授

スポーツ健康科学教室　 講師

量子エレクトロニクス教室 　教授

上村　潔（かみむら　きよし）
古田　寿昭（ふるた　としあき）

齋藤　良太（さいとう　りょうた）
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〃 環境化学部門　 教授
〃 環境創成科学部門　 教授
〃 法学教室 　教授
〃 数学教室 　教授 安冨　真一（やすとみ　しんいち）
〃 経済学教室　 准教授 山方　竜二（やまがた　りゅうじ）
〃 英語教室　 教授
〃
〃 人文科学教室　 講師
〃 教育学教室　 教授 板橋　文夫（いたばし　ふみお）
〃 教育開発センター　 教授
〃 出野　慶子（いでの　けいこ）
〃 近藤　麻理（佐藤）（こんどう　まり）
〃 野崎　真奈美（のざき　まなみ）
〃 横井　郁子（よこい　ゆうこ）
〃 小林　寅喆（こばやし　いんてつ）
〃 村上　好恵（むらかみ　よしえ）
〃 尾﨑　章子（おざき　あきこ）
〃 丸山　美知子（まるやま　みちこ）
〃 福島　富士子（ふくしま　ふじこ）
〃 荒井　一歩（あらい　かずほ）
〃 平田　松吾（ひらた　しょうご）
〃 山城久典（やましろひさのり）
〃 市山　陽子（いちやま　ようこ）
〃 法人本部財務部　次長 中山　康一(なかやま　こういち)
〃
〃
〃
〃 中野　浩一(なかの　こういち)
〃
〃 習志野学事部 　課長
〃 習志野学事部 　課長 羽田野　秀典（はたの　ひでのり）
〃 習志野学事部 　課長補佐
〃 大橋病院事務部　次長 春木　信一(はるき　しんいち)
〃 大橋病院事務部　課長 沖元　功(おきもと　いさお)
〃 佐倉病院事務部　次長 野村　和雄(のむら　かずお)
〃 佐倉病院事務部　次長 北田　教浩(きただ　たかひろ)
〃 佐倉病院事務部　課長 小松　孝雄(こまつ　たかお)
〃 学事統括部　課長 平野　亨(ひらの　とおる)

学事統括部　課長 林　誠司(はやし　せいじ)

高齢者看護学研究室　 教授
感染制御学研究室　 教授
成人看護学研究室 　教授
在宅看護学研究室 　教授
地域看護学研究室 　教授
家族・生殖看護学研究室 　教授
疾病医療学研究室 　教授

佐藤　研二（さとう　けんじ）
長　利一（ちょう　としかず）

大島　茂（おおしま　しげる）

※　「その他」欄には、機関独自に定めている責任体系等がある場合には、記入してください。

大森学事部　課長補佐
習志野学事部　 次長

金井　哲夫（かない　てつお）

人文学研究室 　教授

古澤　俊美（ふるさわ　としみ）
山田　紀子（やまだ　のりこ）

横田　浩充（よこた　ひろみつ）

大森学事部　次長 小丹 恵子（こたん けいこ）
大森学事部　課長 藤居　英明（ふじい ひであき）

千葉　康樹（ちば　やすき）
湯田　秀行（ゆだ　ひでゆき）
鈴木　貴宇（すずき　たかね）

国際保健看護学研究室 　教授

精神看護学研究室　 准教授
外国語研究室 　准教授

小児看護学研究室　 教授

スポーツ・健康科学教室　 教授

大森学事部　課長 安江 紀治（やすえ ただはる）

基礎看護学研究室 　教授
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４　職員数 平成２６年５月１日現在（単位：人）
区　分 常　勤 非常勤 計

研究者 911 454 1365

競争的資金等の運営・管理に関わる事務職員 68 32 100

その他職員 2348 1253 3601

５　機関における競争的資金等 平成２６年３月３１日現在（単位：千円）
種　別 件　数 金　額

79,372

319,204

26,069

189,393

※　原則として、平成２６年５月１日現在の人数を記入してください。平成２６年５月１日現在の人数が不明の場合は、提出日の直近１年以内の人数を記入してください（いつ現在
の人数か分かるように、表の右上の年月日を変更してください）。

※　「金額」欄の上段には、間接経費の金額（外数）、下段には、直接経費の金額を記入してください。

※　契約職員、派遣職員等は、「非常勤」に分類して下さい。

文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人か
ら配分される競争的資金等

259

上記以外の競争的資金等 69
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調査の観点に係る実施状況

〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況

第１節　機関内の責任体系の明確化

【 高管理責任者について】

101

1
高管理責任者の役割、責任所在・範囲と権限、 高管理責任者の職名を、東邦大学ホームページ(以下「HP」という)の「公的研究費

不正防止について」の「1.機関内の責任体系の明確化(1)」で、「責任体系図」と、「 高責任者は学長である」旨を機関内外に周知・公表
しています。
参考URLおよび公表内容
・(1-101) 公的研究費管理マニュアル「第1章　共通、1.機関内の責任体系の明確化(1)」,【 冊子P5】
　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(2-101) 公的研究費不正防止について「1.機関内の責任体系の明確化(1)」
　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

改正された管理・監査のガイドラインに示されている、 高責任者の具体的な役割を前述の「1.機関内の責任体系の明確化」の「(1) 高
管理責任者」欄に追記することが、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会(※、以下「規範委員会」という。）で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記の「掲載予定文章」および「新責任体系図」を機関内外に周知・公表する予定です。
参考URLおよび公表内容
※(補1-101) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程」,【冊子P28-29】
　　　　　　　     ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
　　　　　　　      →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002agb.pdf
・(補2-101) 改正案、「公的研究費管理ﾏﾆｭｱﾙ」及び「公的研究費不正防止について」の「第1章 共通、1.機関内の責任体系の明確化
                             (1)」
　公表予定文章：(1) 本学において公的研究費等の運営・管理を適正に行うために、｢ 高管理責任者｣として学長をもってこれに充てる
　　　　　　　　　　　　 ものとする。
                       役割： 高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を
                                講じ、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進責任者補佐が責任を持って
                       　　　　競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。また、意思の浸透
                       　　　　を図るとともに、実効性のある対策とするために、必要に応じて基本方針の見直し、必要な予算や人員配置など
                                の措置を行う。

・公表予定 新責任体系図

調査の観点

【記述に当たっての留意事項】
１．「調査の観点」は、ガイドラインに基づく体制整備等自己評価チェックリスト（平成２６年度版）の「チェック項目」に対応しています。チェックリストにおける【重点把握項目】は【調査の重要観点】としています。
２．「数字記入」欄には、「チェック項目」に記入する「1」～「4」のいずれかの数字を記入してください（チェックボックスに斜線の入った「チェック項目」に対応する「調査の観点」については、「数字記入」欄に斜線を入れてください）。
３．「調査の観点に係る実施状況」欄には、「チェック項目」の記述欄に記述する内容を含め、調査の観点に係る実施状況について、チェックリストの「根拠となる資料・データ等」を適宜引用・貼付するなど、具体的に記述してください。また、実施済でない場合は、現在
の検討状況・実施予定時期等を記述してください。
４．文字サイズは１２ポイントとしてください。
５．ページ数に制限は設けませんが、できるだけ簡潔かつ明瞭に記述してください。また、公表されることを前提として、できるだけ分かりやすい表現等を用いてください。
６．記述量に合わせて、「調査の観点」欄、「数字記入」欄及び「調査の観点に係る実施状況」欄の「行の高さ」は、適宜変更してください。また、記述欄が１行で足りない場合は、行を挿入し、記述欄を拡張してください。なお、印刷した際に、文字が切れてしまわないよう
に適宜調整してください。

高管理責任者（機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について 終責任を負う者）の役割、責任の所
在・範囲と権限を定めた内部規程等を整備し、 高管理責任者に当たる者の職名を機関内外に周知・公表してい
る。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

102

1
不正防止対策の指針を策定し、本学HPの「公的研究費不正防止について」と「公的研究費管理マニュアル」の冒頭文「はじめに」で、同
様に「企業の方へ」の「お取引業者様へ」項目の冒頭文「本学に物品(科研費購入分)をご納入頂いているお取引業者様へのお願い」で、
それぞれ 高管理責任者(=学長)の不正防止対策の指針を公表しています。

・(3-102) 公的研究費管理マニュアル「はじめに」,【冊子P1】：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/index.html
  公表文章：国の厳しい財政事情を反映し、経常費補助金の予算規模が毎年縮小傾向にある中で、高度で質の高い研究活動を維持・
                 推進して行くためには、文部科学省や厚生労働省等からの公的研究資金や、治験、産学連携、寄附講座などの企業から
                 の外部資金を獲得する重要性がますます高まりつつあります。中でも科学研究費補助金は自然科学はもとより、人文・社
                 会科学まで幅広い分野に亘り、基礎から応用までのあらゆる学術研究を支えてきたことは申し上げるまでもありません。
                 国の多くの予算が削減されている中で、科学研究費補助金の予算額は毎年着実に増えており、そこに国の科学技術の発
                 展に対する、また私たち科学者に対する期待感を強く感ずる所であります。ここで忘れてならないのはこの研究費補助金は
                 国民一人ひとりの税金が源になっている点です。近年、誠に残念ながら一部の心無い研究者による研究費の不正使用や、
                 研究活動の不正行為が惹起しましたが、これらは国民の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げ、冒涜する許しがた
                 い行為です。この度本学におきましても科学研究費補助金を中心とする公的研究費補助金の取扱いにつき、管理ルールを
                 見直し致しました。研究者の皆さんにはルールはルールとして厳格に守って頂きながらも、それらが研究遂行の妨げになら
                 ないように、是非高い倫理観の下、日々の研究活動に邁進して頂くようお願い致します。

参考URLおよび公表内容
・(4-102) 公的研究費不正防止についてHP「はじめに」：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
  公表文章：東邦大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学
                 大臣決定および平成２６年２月１８日改正文部科学大臣決定）の趣旨及び内容を踏まえ、本学における公的研究費を
                 適正に管理運営し不正使用等を防止するため、下記の1規範・２規程を定め、研究機関としての説明責任を果たし、本学
                 に所属する研究者の研究活動を支援しています。（ 高管理責任者））
                   ＊１規範・２規程
                       (1)東邦大学研究者行動規範(135.3KB) PDF
                       (2)東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程(134.0KB) PDF
                       (3)東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程(78.3KB)

高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定している。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

・(5-102) 公的研究費管理マニュアルHP「お取引業者様へ、本学に物品(科研費購入分)をご納入頂いているお取引業者様へのお願い」
              ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html
  公表文章：平素より種々のご協力を賜り誠に有難うございます。この度一部の大学における研究費の不正使用を発端に、各大学に管
                 理ルールの見直しを実施するように関係当局から指示がございました。平成19年度より納品確認の徹底を始め各種のルー
                 ルを制定し運用してまいりましたが、さらなる納品検収の徹底を図ることから、平成24年11月より医学部、大森病院および
                 看護学部の研究者自身から直接発注依頼を行った物品等の納品先を、従来の教室・医局への納品から事務室への一時納
                 品、検収後に、教室・医局へ納品していただく体制に変更していますが、平成25年4月から大橋病院が事務室での一時納品
                 検収体制に変更し、佐倉病院でも平成25年10月から事務室での一時納品検収体制へ変更いたします。お取引業者様は、
                 各事務室での一時納品検収後に、教室・医局へ納品していただくようお願いいたします。（各地区の納品検収場所は、下記
                 PDF「業者の皆様へ(※１)」をご参照下さい）お取引業者の皆様にも、従来とは異なる手続きをお願いする点が多々あると存
                 じますが、引き続きご協力下さいますようお願い申し上げます。なお、万が一本学関係者から「預け金」「架空請求」等の
                 不正な要求があった場合は、毅然としてお断りしていただき、本学の通報窓口(※２)へご連絡下さいますようお願い申し上
                 げます。また、平成25年10月より「不正行為等には加担しない」旨の『誓約書(※３)』を提出していただきますが、万が一
                 本学関係者が行った不正行為に加担した場合、或いは加担したと看做された場合には、以降はお取引停止とさせて頂きま
                 すのでお含み置き下さい。以上失礼なことも縷々申し上げましたが、諸般の事情をご賢察頂き、今後とも宜しくご協力下さい
                 ますようお願い申し上げます。

【統括管理責任者について】

103

1
統括管理責任者の役割、責任の所在・範囲と権限、統括管理責任者の職名を、本学HP「公的研究費不正防止について」の「1.機関内の
責任体系の明確化(2)」で、「責任体系図」と、「 高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理についてこれを統括する統括管理責
任者として、財務担当常務理事を充てる」旨を機関内外に公表・周知しています。
参考URLおよび公表内容
・(6-103) 公的研究費管理マニュアル「第1章 共通、1.機関内の責任体系の明確化(2)」,【冊子P5】
              ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
               →http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf

・(7-103) 公的研究費不正防止についてHP「1.機関内の責任体系の明確化(2)」:http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

改正された管理・監査のガイドラインに示されている統括管理責任者の具体的な役割を前述の「1.機関内の責任体系の明確化」の「(2)
統括管理責任者として財務担当常務理事を充てる」という文章内に追記することが、規範委員会で承認されています。
また、学長判断により、今後の競争的資金の運営・管理をより強固にするために、現在の統括管理責任者である財務担当常務理事の
一人体制から、事務局長を加えた二人体制とする変更案が提案され、規範委員会で決定されています。
コンプライアンス推進体制の整備と同時に、平成26年11月1日付で、下記の「掲載予定文章」を機関内外に周知・公表を図る予定です。

・(補3-103) 改正案、「公的研究費管理ﾏﾆｭｱﾙ」及び「公的研究費不正防止について」の「第1章共通、1.機関内の責任体系の明確化(2)」
  公表予定文章：(2) 高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理についてこれを統括する｢統括管理責任者｣として財務担当常
　　　　 　　　　　　　  務理事と事務局長をもってこれに充てるものとする。
　                      役割：統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全
                                体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を 高管理責任者に報告する。

104

1
統括管理責任者(財務担当常務理事と事務局長)および 高管理責任者(学長)は、毎日開催される役員連絡会(理事長・常務理事・事務
局長・学長が出席)の中で、不正防止計画等の具体的な対策案や実施状況についても、報告・意見交換等が行われています。

参考URL
・(8-104) 学内専用HP 会議室予定表
   ：http://www2.toho-u.ac.jp/cgi-bin/desknet/dnet/dnet.cgi?page=plantmonth&gid=0&id=2&date=20140929&row=&dsh=

【コンプライアンス推進責任者について】

統括管理責任者は、基本方針に基づき、不正防止計画をはじめとする機関全体の具体的な対策を策定・実施し、
実施状況を確認するとともに、実施状況を 高管理責任者に報告している。

統括管理責任者（ 高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責
任と権限を持つ者）の役割、責任の所在・範囲と権限を定めた内部規程等を整備し、統括管理責任者に当たる者
の職名を機関内外に周知・公表している。

5



調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

105

2
コンプライアンス推進責任者の役割、責任の所在・範囲と権限、コンプライアンス推進責任者の職名を、本学HP「公的研究費の不正防
止について」の「1.機関内の責任体系の明確化(3)」で、「責任体系図」と「コンプライアンス推進責任者は、各学部長と各事務部長を充て
る」旨が、規範委員会で決定されています。
改正された管理・監査のガイドラインでは、「学部責任者」が「コンプライアンス推進責任者」という名称に変更され、具体的な役割につい
て記載された文章があり、その役割文章(1)から(3)を「1.機関内の責任体系の明確化(3)」に追記し、また、コンプライアンス推進責任者で
ある医学部長を補佐する役割として、「3病院長をコンプライアンス推進責任者補佐」とし、下記の「掲載文章(4)」の役割を担うことが、規
範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記の「掲載予定文章(補6-105)」を機関内外に周知・公表する予定です。

参考URLおよび公表内容

・(補4-105) 公的研究費管理マニュアル「第1章 共通、1.機関内の責任体系の明確化(3)(4)」,【冊子P5】
　　　　　　　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(補5-105 ) 公的研究費不正防止について「1.機関内の責任体系の明確化(3)(4)」
　　　　　　 　 ：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(補6-105) 改正案、「公的研究費管理ﾏﾆｭｱﾙ」及び「公的研究費不正防止について」の「第1章 共通、1.機関内の責任体系の明確化
　　　　　　　　　　　 　 (3)」
  公表予定文章：医学部・薬学部・理学部・看護学部・事務部における公的研究費の運営・管理について責任と権限を持つ｢コンプラ
                       イアンス推進責任者｣として医学部長、薬学部長、理学部長、看護学部長、大森学事部長、習志野学事部長、大森
                       ・大橋・佐倉の３病院事務部長および学事統括部長、法人本部財務部長をもってこれに充てるものとする。また、医
                        学部長を補佐するコンプライアンス推進責任者補佐として、3病院長を充てるものとする。
                        役割：コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進責任者補佐は、統括管理責任者の指示の下、
　　　         　       (1) 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管
                              理責任者に報告する。また、コンプライアンス推進責任者等は、実効的な管理監督が行えるよう各講座・教室・
                              研究室・課の責任者をコンプライアンス推進副責任者に任命することができる。
                         (2) 不正防止を図るため、部局等内の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス
                              教育を実施し、受講状況を管理監督する。
                         (3) 自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか
                              等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
　　 　                 (4）臨床部門において上記(1)から(3)を行うにあたり、滞りなく遂行できるよう相互に協力し、調整等を図るものとする。

106

2
105に記載したとおり、平成26年11月1日付でコンプライアンス推進体制の整備を行う予定です。
コンプライアンス推進責任者から統括管理責任者への必要な「対策の実施状況」の報告は、両者が同席する規範委員会あるいは大学
協議会等の場を活用して行う予定です。

107

2
105に記載したとおり、平成26年11月1日付でコンプライアンス推進体制の整備を行う予定です。
コンプライアンス推進責任者から統括管理責任者への必要な「コンプライアンス教育の実施と受講状況」の報告は、両者が同席する規
範委員会あるいは大学協議会等の場を活用して行う予定です。

108

2
105に記載したとおり、平成26年11月1日付でコンプライアンス推進体制の整備を行う予定です。
コンプライアンス推進責任者から統括管理責任者への必要な「競争的資金の管理・執行のモニタリングと改善指導」の報告は、両者が
同席する規範委員会あるいは大学協議会等の場を活用して行う予定です。

【コンプライアンス推進副責任者について】

コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認す
るとともに、実施状況を統括管理責任者に報告している。

コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等内の競争的資金等の運営・管理に関わる全
ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督している。

コンプライアンス推進責任者（機関内の各部局等における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権
限を持つ者）の役割、責任の所在・範囲と権限を定めた内部規程等を整備し、コンプライアンス推進責任者に当た
る者の職名を機関内外に周知・公表している。

コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が、適切に競争的資金等
の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導している。

6



調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

109

2
コンプライアンス推進副責任者の役割、責任の所在・範囲と権限、コンプライアンス推進副責任者の職名を本学HP「公的研究費不正防
止について」の「1.機関内の責任体系の明確化(4)」で、「責任体系図」と、「コンプライアンス推進副責任者に各講座等の責任者(教授)を
充てる」旨が、規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記の「掲載予定文章」を機関内外に周知・公表する予定です。
また、コンプライアンス推進副責任者(教授)からコンプライアンス推進責任者(学部長)への報告は、各学部で行われる教授会等で行う予
定です。
参考URLおよび公表内容

・(補7-109) 改正案、「公的研究費管理ﾏﾆｭｱﾙ」及び「公的研究費不正防止について」の「第1章共通、1.機関内の責任体系の明確化
                             (4) (新規)」
　公表予定文章：コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者等から指示されたコンプライアンス教育・研究費執行・
　　　　　　　　　　 管理等を自己の講座・教室・研究室・課において、管理監督し、コンプライアンス推進責任者等に状況報告を行うもの
　　　　　　　　　　 とする。
　　・修正予定HP、公的研究費管理マニュアル「第1章 共通、1.機関内の責任体系の明確化」,【冊子P5】
              ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
               →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
　　・修正予定HP、公的研究費不正防止について「1.機関内の責任体系の明確化(4)」
              ：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

第２節　適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（１）ルールの明確化・統一化

201

1
競争的資金の共通使用ルールとして、下記のHPに「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）」を掲載し、構成員へ周知
しています。そして、「文科省科研費取扱いルール(以下、「使用ルール」という。)」のHPでは、「物品費・旅費・謝金・その他」の項目ごと
に使用ルールの詳細を掲載し、構成員へ周知しています。
また、科研費等の研究代表者および競争的資金の管理・運営に関わる事務員には、HPに掲載している使用ルール等の内容を全て網
羅した「公的研究費管理マニュアル」冊子を配布し、周知を行っています。

参考URL
・(9-201) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）」,【冊子P37-44】
       　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　　→　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf
・(10-201) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール」,【冊子P45-87】
　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

202

1
研究者からの競争的資金等の使用に関するルール・事務手続き等の意見を受ける窓口「研究支援デスク」を学事統括部研究支援課に
設けており、現使用ルールと運用上との乖離、あるいは補助金の使用相談等から得た問題点を汲み取り、使用ルールの見直しを毎年
行っています。使用ルールの改善点は、毎年各地区で行う科研費使用ルール説明会で説明を行うとともに、その変更点を補助金採択
者等にメール送信を行い、HP上の「公的研究費管理マニュアル」では、ルール変更点を掲載し周知を行っています。
また、必要に応じ各学部から数名の研究者と各地区の検収担当者等の補助金の運営・管理に携わる事務員を招集して、検討部会を開
催し、研究者から現使用ルールと現場での運用との乖離等の意見(使用ルールの良し悪し)を聴取し、使用ルールの改善を図っていま
す。

参考URLと公表内容

・(11-202) 公的研究費管理マニュアル「第1章 共通、8.研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置)」,【冊子P8】
　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(12-202) 公的研究費不正防止について「8．研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置」
　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.htm
　公表内容：競争的資金等の使用に関するルール・事務手続き等についての機関内外からの相談については、｢研究支援デスク｣が
　　　　　　　 窓口になり対応する。
                 連絡先　学事統括部研究支援課　研究支援デスク
                             電話　03-5763-6582(直通)
                             03-3762-4151(代表)　内線2125(大森)
                             e-mail　hojyokin@jim.toho-u.ac.jp

ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持できるか等の観点から点検し、必要に応じて
見直しを行っている。

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員にとって分かりやすいように、ルールを明確に定めている。

コンプライアンス推進副責任者の役割、責任の所在・範囲と権限を定めた内部規程等を整備し、コンプライアンス推
進副責任者に当たる者の職名を機関内外に周知・公表している。

7



調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

・(13-202) 公的研究費管理ﾏﾆｭｱﾙ「規程等の制定について、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程第4条」,【冊子P28-29】
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
　　　　　　 　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002agb.pdf
・(14-202) 公的研究費不正防止について「※1規範2規程、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程第4条」
　　　　　　 　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　公表内容：第4条 規範委員会は、研究活動の不正行為および研究費の不正使用等の申立てに関する予備調査委員会や調査委員
                          会および不正防止計画の策定のための検討部会等（以下「調査委員会等」という。）の設置を命じ、申立て内容に
                          関する具体的な調査の実施や、計画の策定・検討等を委任することができる。
                      ２  調査委員会等は、規範委員会から委任を受けた具体的な案件について適切に対応し、その調査・検討・対応結果
                          等につき、調査委員会等の委員長、または、部会長は規範委員長宛に答申を行う。

                      ３  予備調査委員会と調査委員会の委員は別に定める。検討部会の委員は、規範委員会が指名し、内1 名を部会長
                          として任命する。
                      ４  調査委員会等の事務局は学事統括部が務める。

203

1
201に記載していますが、競争的資金の「発注・納品・検収」は本学の共通使用ルール(下記参照)として運用することが規範委員会で決
定しています。また、文科省管轄の競争的資金は、文科省科研費使用ルールの4項目(物品費・旅費・謝金・その他)で運用することも規
範委員会で承認されています。(競争的資金により使用ルールが若干違うこともある為、共通使用ルールの3つ(「発注・納品検収・出退
勤管理」)以外は、その競争的資金の支出ルールに合った管理としています)

参考URL
・(15-203) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費 共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）」,【冊子P37-44】

       ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　→　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

 ※共通使用ルールの3つの主な概要
　 「発注」・・・1個または１組の金額が税込20万未満の場合は、研究者の直接発注も可能。(検収のため、「発注報告書※1」を事務
　　　　　　　　 へ提出)
　　　 　 　　　 １個または１組の金額が税込20万円以上は、事務による第三者発注。(発注・検収のため、「発注依頼書※2」を事務へ
　　　 　　 　　 提出)
    「納品検収」・・・発注報告書あるいは発注依頼書と、業者からの納品書及び現物の３点確認による検収。

    「出退勤管理」・・・①平成26年11月末までの管理方法
                              アルバイトの方の出退勤管理は、下記事務室にて行います。
                               ・医学部（基礎・一般）・・学事統括部
                               ・医学部（大森病院）・・・学事統括部
                               ・医学部（大橋病院）・・・大橋病院 用度管財課
                               ・医学部（佐倉病院）・・・佐倉病院 用度管財課
                               ・薬・理学部・・・・・・・・・・習志野学事部 検収センター

                               ・看護学部・・・・・・・・・・・看護学部事務室（2014年1月1日～）
                               ※研究協力者の出勤・退勤時間が、上記事務室の時間外で出勤表に記載できなかった場合は、研究代表者
                                  の確認と責任(「出退勤時間未記入理由書※3」の提出)のもと、後日記載可とします。原則、研究代表者の
　　　　　　　　　　　　　　　いる地区で業務を行うこととします。（業務場所が違う場合・休日業務・事務の勤務時間外等で、出退勤
　　　　　　　　　　　　　　　時間を出勤表に記載できない場合は、様式「出退勤時間未記入理由書」を提出してください）
　　　　　　　　　　　　②平成26年12月からの管理方法
                          　  守衛室にタイムカードを設置し、第三者である守衛からタイムカードを受取り打刻する出退勤管理に、平成26年

                            　12月からタイムカード管理が整った地区から切替を予定。

参考URL
・(補8-203) 学内HP 公的研究費管理マニュアル「各種様式一覧」：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/doc/index.html
　　→「※1・2 発注報告書・発注依頼書」：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/doc/index.html
　　→「※3出退勤時間未記入理由書」：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/doc/index.html

【ルールの周知について】

機関として、ルールの統一を図っている。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

204

1
201に記載していますが、競争的資金の共通使用ルールである「発注・納品・検収」は「公的研究費管理マニュアル」という項目でHPに掲
載しています。そして、HP掲載(文科省科研費使用ルール含)と同内容の冊子「公的研究費管理マニュアル」を作成し、全構成員に配布
し周知を図っています。また、使用ルールの説明文だけではわかりにくい個所には、パワーポイントによる図面を作成し、ルールの流れ
が視覚的にわかるよう工夫しています。

参考URL
・(16-204) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通取扱いルール 、発注・納品・検収（調達ルール)」,【冊子P37-44】
　　　　       ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

                   →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

競争的資金の新採択者(科研費等)とその運営・管理に関わる構成員向けに4月下旬～5月上旬に、使用ルール説明会(競争的資金の使
用ルール、本学の不正防止対策、公的研究費の管理・監査のガイドラインの説明等)を大森・習志野・佐倉地区で行っています。また、使
用ルール説明会に参加できなかった構成員へは、説明会をビデオ撮影してe-ラーリング化(名称:東邦ストリーム)し、いつでも聴講できる
ようにしています。公的研究費使用ルール・適正使用説明会(科研費採択者全員対象)は、毎年9月下旬～10月下旬を目途に開催し、説
明会欠席者には上記同様e-ラーリング化し聴講できるようにしています。

参考URL
・(17-204) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール」,【冊子P45-82】
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html
・(18-204) 学内専用HP 「東邦ストリーム・ビデオライブラリ」：http://tstream-gakuto.toho-u.ac.jp/

205

1
競争的資金等を支出財源とする学生のお手伝いや雇用者には、初出勤時に学事統括部研究支援課(大森地区)等の窓口に立寄り、出
退勤管理方法・給与振込時期・給与財源が国民の税金であること・研究者の不正要求には加担しないこと等を説明し、下記掲載の「研
究協力者さまへ」の用紙を配布し、補助金の透明な管理の必要性と使用ルールの遵守について話をしています。

参考URL
・(19-205) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール、文科省科研費　謝金、研究協力者さまへ」,【冊子P79-80】
           　  　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

配布文章：＜研究協力者さまへ＞
あなた様への謝金は文部科学省から配分される科学研究費補助金により支払われます。
以下の注意事項をご熟読頂いた上で、適正なお手続きをお願いいたします。
１． 記入して頂く書類
（１） 履歴書（様式６）・・・・・初出勤時および新年度初出勤時に記入し、研究代表者に提出してください
（２） 出勤表（様式５）・・・・・出勤の都度記入してください（事務室に備え置きます）
（３） 謝金支払請求書（様式４）・毎月末および 終勤務日に記入し研究代表者に提出してください

（４） 出退勤時間未記入理由書・該当ある場合に記入してください（後記２－（４））
（５） 扶養控除等申告書 ※1（用紙は学事統括部にあります）
　　　(※1 扶養控除申告書は、1 月～12 月の間に勤める勤務先の中で、 も収入が多かった勤務先に提出する書類です。
　　　１年間のうち、1つの勤務先にしか提出ができません。)
２． 出退勤の確認について
（１） 出退勤の確認は、出勤表（様式５）に、研究協力者の方ご本人が自筆で出退勤時刻を記載することによって行われます。
（２） 出勤表は事務室に備え置きますので、出勤時および退勤時は事務室にお立ち寄り頂いた上で都度ご記入をお願いします。

（３） 出勤表は毎月の 終出勤日には出勤時刻を記入の後、事務室の担当者に「 終出勤日につき研究代表者に提出する」旨断って
　　　持ち出し、当日の勤務終了後退勤時刻を記入した上で、研究代表者に提出してください。（出退勤時間未記入理由書があれば
　　　添付してください）その際、併せて謝金支払請求書（様式４）も記入の上提出をお願いします。
（４） 早朝や夜間で事務室が閉まっている場合や、大学キャンパス以外での勤務で出勤表が記入できない場合は「出退勤時間未記入
　　　理由書」を記入し、研究代表者の確認印をもらった上で、後日出退勤時刻を記載してください。理由書は出勤表にクリップで添付
　　　しておき、毎月 終日に出勤表と共に研究代表者に提出してください。
３．その他お願い事項等

（１） 謝金は研究協力者さまの指定口座（様式4 に記載）に振り込み致します。
（２） 謝金は、源泉徴収(所得)税が発生します。
　　　２２年度より、学事統括部が納税義務者となります。そのため、学事統括部への「扶養控除申告書」提出の有無により、税額表
　　　(甲・乙)を確定させます。そのために、「仕事内容」と「扶養控除申告書の提出先」について確認させていただきます。研究協力者
　　　の方には「月ごとの給与明細書」と、年末から１月中旬をめどに「給与所得の源泉徴収票」を発行しお渡しします。また、扶養控除
　　　申告書を提出された方については、年末調整を行う予定です。
　　　（学事統括部は、個人ごとの1 年間(１～１２月)の「総支給額」と「源泉徴収額」を研究協力者の住所がある役所(給与支払報告書

ルールについて、競争的資金等の運営・管理に関わる学生（リサーチアシスタント等の機関と雇用関係を有する学
生を除く）にも広く周知している。

ルールの全体像を体系化し、競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に分かりやすい形で周知してい
る。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

　　 　を提出)と、大森税務署(給与所得の源泉徴収票を提出)へ報告します）
（３） 通勤費の支給はできませんのでご了承ください。
４．担当事務室
○ 医学部（基礎）・・・・・・・・学事統括部
○ 医学部（大森病院）・・・・・・学事統括部
○ 医学部（大橋病院）・・・・・・大橋病院 用度管財課
○ 医学部（佐倉病院）・・・・・・佐倉病院 用度管財課

○ 薬学部・・・・・・・・・・・・習志野学事部 検収センター
○ 理学部・・・・・・・・・・・・習志野学事部 検収センター
○ 看護学部・・・・・・・・・・・学事統括部

（２）職務権限の明確化

206

1
公的研究費管理マニュアル内の「文科省科研費取扱いルール」で、構成員ごとの「権限や責任(発注・検収・旅費・出退勤管理・支出処
理)」について記載しており、また204で記載しています使用ルール説明会でも各構成員の権限等について説明しています。
※使用ルール説明会は、204にも記載していますが、公的研究費管理マニュアル学内トップページに設けられている「動画配信サイト」に
用意された、東邦ストリーム(e-ラーニング)を利用することで、教職員のIDとパスワードを入力すれば、いつでも閲覧できるようになってい
ます。

参考URL

・(20-206) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ルール、発注・納品・検収(調達ルール)」,【冊子P37-44】
             　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　　　→http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf
・(21-206) 公的文科省研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール」,【冊子P45-82】
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule/index.html
・(22-206) 学内専用HP 「東邦ストリーム・ビデオライブラリ」：http://tstream-gakuto.toho-u.ac.jp/

207

2
規範委員会では、今回改正された管理・監査のガイドラインの内容に合うよう、新たな使用ルール・規程等の修正・変更の承認を得てい
ます。規範委員会で承認となった使用ルール・規程等を、各担当部署の職務分掌が記載されている「学校法人東邦大学事務組織規程」
を修正し、平成26年度中の施行を予定しています。

参考URL
・(補9-207) 学内専用HP「学校法人東邦大学事務組織規程」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/pdf/2-1_another201210.pdf

208

1
公的研究費管理マニュアルの「文科省科研費取扱いルール(使用ルール)」には、費目(物品費・旅費・謝金・その他)ごとの使用ルールが
記載してあり、費目ごとに職務権限が記載されています。
また204に記載していますが、使用ルール説明会では使用ルールを通じて職務権限について話しており、その内容を学内専用HPの東
邦ストリーム(e-ラーニング化)にアップさせています。

参考URL
・(23-208) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ルール、発注・納品・検収(調達ルール)」,【冊子P37-44】
　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
          　　　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf)
・(24-208) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール」,【冊子P45-82】

                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html
・(25-208) 学内専用HP 「東邦ストリーム・ビデオライブラリ」：http://tstream-gakuto.toho-u.ac.jp/

各段階の関係者の職務権限を明確化している。

業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないよう適切な職務分掌を定めている。

競争的資金等の事務処理に関する構成員の権限と責任について、機関内で合意を形成し、明確に定めて理解を
共有している。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

209

1
公的研究費管理マニュアルの「文科省科研費取扱いルール(使用ルール)」には、費目(物品費・旅費・謝金・その他)ごとの事務処理に応
じた職務権限の決裁手続きが記載されています。

参考URL
・(26-209) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ルール、発注・納品・検収(調達ルール)」,【冊子P37-44】
               ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
・(27-209) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール」,【冊子P45-82】
               ：http：//www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

（３）関係者の意識向上

【コンプライアンス教育の実施について】

210

2
平成26年10月31日現在、まだコンプライアンス教育(倫理教育)は未実施ですが、平成26年9月に開催した規範委員会で、競争的資金等
の運営・管理に携わる全構成員へのコンプライアンス教育を「CITI JAPANプログラムを利用して行う」事が決定されており、実施方法
は、「第1領域(責任ある研究行為:基盤編)」の10単元を全学部共通の受講単元とし、その10単元を3年間で受講することを1クールとし、
その1クールを繰り返し受講させる予定です。加えて、各学部の特色に合わせて、第2領域以降の単元から必須単元とすべき単元があ
れば選択し、併せて受講させていく予定です。
現在、CITI JAPANプログラムが平成26年11月から利用開始できるよう準備中です。

【コンプライアンス教育の受講管理及び理解度把握について】

211

2
コンプライアンス教育の受講状況と理解度の把握については、210に記載しているCITI JAPANプログラムを利用することで、受講状況の
確認と、理解度テストによる単元修了書を提出させることで理解度の把握をする予定です。

【競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に提出を求める誓約書等について】

212

2
現在は、競争的資金等を採択された研究者と分担研究者のみ誓約書の提出を義務付けていますが、改正された管理監査のガイドライ
ンの内容を踏まえ、競争的資金等の運営・管理に携わる全構成員から誓約書の提出を求めるということが規範委員会で決定されていま
す。平成26年11月１日以降、新ルールの施行に合わせ研究者以外の全ての構成員からも誓約書を提出させる予定です。

213

2
研究者から徴収している現誓約書の内容文に(ア)(イ)は含まれていますが、(ウ)は盛り込まれていないため、平成26年9月開催の規範委
員会で、(ウ)の事項が盛り込まれた新誓約書の取付けが決定されています。212に記載していますが、平成26年11月1日以降、新ルー
ルの施行にあわせ全構成員から提出させる予定です。
新誓約書の様式は、まだHPに掲載されていませんが、下記の文章とする予定です。(下線は(ウ)の追加文章)

新誓約書の予定掲載文章：
①文科省科研費用

私〇〇〇○は、平成〇〇年度の科研費により研究を遂行するにあたり、補助条件を理解しこれを遵守いたします。また、科研費が、国
民の貴重な
税金で賄われていることを十分認識し、科研費を公正かつ効率的に使用するとともに、研究において不正行為を行わないことを約束い
たします。
さらに、「東邦大学研究者行動規範」に述べられた精神に則り、「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用
防止に関する規程」及び当該研究費の使用規則等を遵守して、交付された研究費を適正に使用することを誓約いたします。また、規則
に違反して、不正使用を行った場合は、機関や配分機関の処分(懲戒処分、研究費の返還等)及び法的な責任(刑事告発等)を受ける

コンプライアンス教育の受講者の受講状況及び理解度について把握している。

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に提出を求める誓約書等に、以下の（ア）から（ウ）までの各事
項を盛り込んでいる。
（ア）機関の規則等を遵守すること
（イ）不正を行わないこと
（ウ）規則等に違反して、不正を行った場合は、機関や配分機関の処分及び法的な責任を負担すること

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、誓約書等の提出を求めている。

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員を対象に、コンプライアンス教育を実施している。【調査の重要
観点】

職務権限に応じた明確な決裁手続を定めている。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

ことを承知しています。なお、必ず科研費使用説明会に参加、またはweb上で聴講いたします。

②文科省科研費外用
私〇〇〇〇は、下記研究課題にかかわる研究費の交付にあたり、「東邦大学研究者行動規範」に述べられた精神に則り、「東邦大学に
おける研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」および当該研究費の使用規則等を遵守して、交付された
研究費を適正に使用することを誓約いたします。また、規則に違反して、不正使用を行った場合は、機関や配分機関の処分(懲戒処分、
研究費の返還等)及び法的な責任(刑事告発等)を受けることを承知しています。
なお、必ず科研費使用説明会に参加、またはweb上で聴講いたします。

③研究者以外の構成員 (新規誓約書)
私〇〇〇〇は、平成〇〇年度に交付された競争的資金等の運営・管理を行うにあたり、「研究者以外の構成員の取り組み指針」に述べ
られた

精神に則り、「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程(以下「規程」という)」および公的
研究費管理マニュアルの使用ルールや当該研究費の使用規則等を遵守して、交付された競争的資金等を適正に運営・管理することを
誓約いたします。
また規則に違反して、不正行為あるいは不正行為への加担を行った場合は、規程第21条に定める懲戒処分・研究費の返還等、及び法
的な責任(刑事告発等)を受けることを承知しています。
なお、競争的資金等の使用ルールが説明される科研費使用説明会に参加、またはWeb上で聴講いたします。

参考URL
・(補10-213) 学内HP「各種様式一覧、公的研究費使用にあたっての契約書、文科省科研費使用にあたっての契約書」,【冊子P36】
                   ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/doc/index.html

214

1
213で記載していますが、(ア)～(ウ)の事項以外に、「なお、必ず科研費使用説明会に参加、またはweb上で聴講いたします。」という事項
を誓約書に盛り込んでいます。
参考URL
・(28-214) 学内HP「各種様式一覧、公的研究費使用にあたっての契約書、文科省科研費使用にあたっての契約書」,【冊子P33-36】
               ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/doc/index.html

【行動規範の策定について】

215

2
研究者行動規範のみ作成済みです。平成26年7月開催の規範委員会で、研究者以外の行動規範の作成を検討しましたが、職種が多
岐に渡るため一つ一つの職種に行動規範を制定すると運用上問題もあるとの見解となり、行動規範とはせず「指針(下記参照)」とする旨
が規範委員会で決定されています。平成26年11月1日付で、下記の「指針」を機関内外に周知・公表する予定です。

「研究者以外の構成員の取り組み指針」
この取り組み指針は、平成26年2月18日付で改正された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」内で提
言された、研究者以外の構成員に対する取り組み指針を定めたものであり、東邦大学における公的研究費執行に際してとるべき研究者

以外の構成員の責任ある行動として、共通認識を有すべき事項を指針とし、この指針の遵守を徹底することにより、本学における円滑
かつ効率的な研究業務等の遂行に資するための業務が適正に行われることを目的とする。

１ 研究者以外の構成員は、公的研究費の原資が国民の税金であることを認識し、常に説明責任を有していることを自覚して、国民の
   信頼に応えるようその職責の遂行に全力を尽くさなければならない。
２ 研究者以外の構成員は、研究活動の特性等を充分理解した上で、業務に当たらなければならない。

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定している。

競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に提出を求める誓約書等に、213の調査の観点の（ア）から
（ウ）までの各事項以外の事項を盛り込んでいる。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

参考URL
・(補11-215) 公的研究費管理マニュアル「規制等の制定について、東邦大学研究者行動規範」,【冊子P18-19】
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
　　　　　     　　→：http://www.toho-u.ac.jp/dbps_data/_material_/toho/prevention/koudoukihan.pdf

（４）告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

【告発窓口等について】

216

1
告発等を受付ける窓口を「法人本部総務部」に設置し、下記の掲載文章をHPを通じ機関内外に周知を図っています。また、構成員に配
布する公的研究費管理マニュアルの冊子にも掲載し周知を図っています。

参考URLおよび公表内容
・(29-216) 公的研究費管理マニュアル「第1章 共通、7.研究費の不正使用等の通報(告発)窓口の設置」,【冊子P8】
　　　         ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf
・(30-216) 公的研究費不正防止について「７．研究費の不正使用等の通報(告発)窓口の設置」

　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
  ・公表文章：７．研究費の不正使用等の通報(告発)窓口の設置
                    通報（告発）があった場合の手続き等については、法人本部総務部が窓口となり｢学校法人東邦大学公益通報保護規程｣
               　   および｢東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程｣に基づき、適切かつ
                    迅速に対処する。
                    連絡先      学校法人東邦大学　法人本部総務部
                                    電話　03-5763-6503(直通)
                                             03-3762-4151(代表)　内線2131(大森)
                                     e-mail　 somu.honbu01@jim.toho-u.ac.jp
                                     申立書(75.3KB) PDF

・(補12-216) 公的研究費管理マニュアル「お取引業者さまへ、※2通報窓口」
　　　　　　   　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

217

2
216に記載していますが、告発窓口の利用方法は内部・外部から閲覧できるHPへの掲載と、構成員へ配布する公的研究費管理マニュ
アル冊子に掲載し周知を図っています。加えて、今年度より科研費採択者説明会(=使用ルール説明会)内でも、告発窓口の利用方法に
ついて説明を行う予定です。

218

1
216に記載していますが、業者等の外部向けHP「企業の方へ」の「お取引業者様へ」の項目に、告発等に関する連絡方法等を記載し周
知を図っています。

参考URL
・(31-218) 公的研究費管理マニュアル「お取引業者様へ、※2通報窓口」
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html
・(32-218) 公的研究費不正防止について　「７．研究費の不正使用等の通報(告発)窓口の設置」

３ 研究者以外の構成員は、本学が目指す高度な研究活動の推進に資するため、その業務の遂行に当たって研究者との連携に充分
   配慮しなければならない。
４ 研究者以外の構成員は、業務の遂行に当たって公的研究費の使用に関する説明会等に積極的に参加し、本学の公的研究費管理
   マニュアルの使用ルールを遵守し、適正に執行しなければならない。
５ 事務職員は、専門的能力をもって公的研究費の適正な執行を確保し、効率的な研究推進を目指した事務を行う立場にあるとの認識
    にたって業務を遂行しなければならない。

不正の告発等の制度について、機関の構成員に対して、コンプライアンス教育等で具体的な利用方法を周知徹底
している。

機関内外からの告発等（機関内外からの不正の疑いの指摘、本人からの申出など）を受け付ける窓口を設置して
いる。

業者等の外部者に対して、相談窓口及び告発等の窓口の仕組み（連絡先、方法、告発者の保護を含む手続等）に
ついて、ホームページ等で積極的に公表し、周知を図っている。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

                ：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(補13-218) 公的研究費管理マニュアル「第1章　共通、７．研究費の不正使用等の通報(告発)窓口の設置」,【冊子P8】
　　　            ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf

219

4
第三者機関等に窓口は設置しておりません。

【不正に係る調査の体制・手続等の規程等について】

220

1
不正への調査体制・手続き等については、「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
(以下、「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」という) の中で定めており、規程をHPで機関内外へ公開しています。
現在は、平成26年2月に公布された「管理・監査のガイドライン」の内容に沿って修正し、平成26年9月開催の規範委員会で決定していま
す。
平成26年11月1日付で、「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」を改正し、下記HP
のアドレスに掲載、機関内外に周知・公表する予定です。

参考URL
・(33-220) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正
            　 使用防止に関する規程」,【冊子P20-25】
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
　　　　　 　　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002agn.pdf
・(34-220) 公的研究費不正防止について「※1規範2規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防
　　　　　　  止に関する規程」
　　　　　  　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

【不正に係る調査の体制・手続等の規程等に定めている事項について】

（ア）告発等の取扱い

221

1
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現第9条(予備調査)は30日以内に予備調査結果を規範委員会へ報告、および第10条
1・2項(本調査実施の決定)では、本調査開始の決定の有無・決定後30日以内の調査委員会の設置・資金配分機関への通知について定
めてあり、現規定第9条1項と第10条1・2項に221の内容を盛り込み修正し、下記記載の第9条1項、第10条1・2項を新規定文とすることが
規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL
・(補14-221) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第9条 予備調査委員会は、前条により設置を命ぜられた時は、速やかに予備調査に着手し、申立て等の受付け後原則として２５日
           以内に予備調査結果を規範委員会に報告する。
 第10条 規範委員会は前条により報告を受けた場合は、速やかに本調査実施の有無を決定し、その旨を申立て等の受付後３０日以
             内に資金配分機関等へ報告しなければならない。

「告発等（報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を含む）を受け付けた場合は、告発等の受付から３０日以
内に、告発等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関に報告する」
ことを規程等に定めている。

不正に係る調査の体制・手続等を明確に示した規程等を定めている。

告発者保護の観点から、第三者機関等に窓口を設置している。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

　　 ２　　 規範委員長は、本調査を実施することを決定した場合、速やかに本調査委員会を設置し、資金配分機関等へ調査方針、調査
             対象及び方法等について報告・協議のうえ、本調査を開始しなければならない。また、本調査を実施する旨を申立者、被申立
             者とその所属機関に対して通知を行うものとする。

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　 (35-221) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P21-22】

                 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html  のHPと、
　 (36-221) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html　のHPを差替えて掲載予定です。

（イ）調査委員会の設置及び調査 3

222

2
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現第12条1項(調査方法)に222の内容を盛り込み修正し、下記記載の第12条1項(本調
査の方法)を新規定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL
・(補15-222) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」

 第12条  本調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。
             （１）研究活動の不正行為に関しては、指摘された当該研究に係る論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査や、
                   関係者のヒヤリング、再実験の要請等により行われる。
             （２）研究費の不正使用に関しては、研究計画書、収支簿、預金通帳等の精査や、関係者のヒヤリング等により行われる。
         ２　本調査においては、被申立者に対して、口頭もしくは文書による弁明の機会が与えられるものとする。

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(補16-222) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P22】
　　   　　　      　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(補17-222) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　　のHPに差替えて掲載予定です。

223

2
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現11条(調査委員会)1項(4)および2項で「学外の第三者」について定めていますが、公
正かつ透明性の確保の内容に変更すべく、現11条(調査委員会)1項に223の内容を盛り込み修正し、下記記載の第11条(本調査委員
会)1項を新規定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

 

公表予定内容および参考URL
(補18-223) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第11条 前条第２項による本調査委員会は、次に掲げる委員で組織する。ただし、学外の調査委員は、本学及び告発者、被告発者と
             直接の利害関係を有しない者とする。
            （１）当該予備調査委員会委員長
            （２）規範委員会の委員のうち、規範委員長が指名するもの　　若干名
            （３）被申立者が属する教育研究組織の所属長
　　　　　 （４）本学に属さない第三者(（弁護士、公認会計士等)

「調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査（不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその
関与の程度、不正使用の相当額等についての調査）を実施する」ことを規程等に定めている。

「不正に係る調査体制については、公正かつ透明性の確保の観点から、当該機関に属さない第三者（弁護士、公
認会計士等)を含む調査委員会を設置する」ことを規程等に定めている。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

            （５）その他規範委員長が必要と認める者　　若干名
        ２　研究活動の不正行為に関する本調査の場合は、前項に被申立者と同一研究分野の学外の研究者１名を加えるものとする。
        ３　本調査委員会の委員長は、第1項第1号の委員をもって充てる。

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(補19-223) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P22】

　　   　　　     　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(補20-223) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPに差替えて掲載予定です。

224

2
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現規定第11条(調査委員会)1項の冒頭文に224の内容を盛り込み修正し、下記記載の
第11条(本調査委員会)1項を新規定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL
(補21-224) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第11条 前条第２項による本調査委員会は、次に掲げる委員で組織する。ただし、学外の調査委員は、本学及び告発者、被告発者と
             直接の利害関係を有しない者とする。
            （１）当該予備調査委員会委員長

            （２）規範委員会の委員のうち、規範委員長が指名するもの　　若干名
            （３）被申立者が属する教育研究組織の所属長
　　　　　 （４）本学に属さない第三者(（弁護士、公認会計士等)
            （５）その他規範委員長が必要と認める者　　若干名

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(補22-224) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P22】
　　   　　　      　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(補23-224) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPを差替えて掲載予定です。

（ウ）調査中における一時的執行停止

225

2
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現21条(調査結果の公表)で「使用停止と返還命令」を定めていますが、予備調査開始
の段階で研究費を使用停止とする厳しい内容に変更すべく、現第7条(調査開始)に225の内容を盛り込み修正し、下記記載の第7条2項
を新規定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL
(補24-225) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第7条 第５条第３項による申立てや、学校法人東邦大学公益通報者保護規程による公益通報等の報告を受付けた規範委員会は、
           東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程に基づき、調査等を開始する。
　   ２ 　規範委員会は、調査を開始するにあたり、研究活動の不正行為および研究費の不正使用を行ったと申立てをされた研究者、
           研究グループの該当研究費の使用停止を命ずることとし、予備調査委員会の調査結果をもとに執行可否を判断する。

「被告発者が所属する研究機関は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度
の研究費の使用停止を命ずる」ことを規程等に定めている。

「第三者の調査委員は、機関及び告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない」ことを規
程等に定めている。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(補25-225) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P21】
　　   　　     　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(補26-225) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPを差替えて掲載予定です。

（エ）認定

226

2
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現規定第16条(認定)2項に226の内容を盛り込み修正し、下記記載の第16条2項を新規
定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL

(補27-226) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第16条 規範委員会は、本調査委員会による調査の結果に基づき、研究活動の不正行為および研究費の不正使用の有無および
　　　　　  程度等について認定を行う。被申立者が自己の説明によって、不正行為・不正使用であるとの疑いを翻すことができない場合
              は、不正行為・不正使用と認定される。また、第14条第２項に係る理由で、不正行為・不正使用であるとの疑いを翻すことが
              できない場合についても同様とする。
      ２　　規範委員会は、不正行為・不正使用が行われた場合は、次の各号の内容を含む本調査結果を取り纏めるものとする。
            （１）不正行為・不正使用の経緯・概要・相当額、調査体制と調査内容、調査結果内容と不正発生要因

            （２）不正行為・不正使用に関与した者とその関与の度合と、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・
                  監査体制の状況
            （３）研究活動の不正行為の場合は、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究に
                  おける役割
            （４）再発防止計画
     ３　　不正行為・不正使用が行われなかったと認定された場合でも、その程度と状況に応じて規範委員会が必要と認めた場合は、
            被申立者に対して警告を行うことがある。

　   ４　　不正行為・不正使用が行われなかったと認定された場合で、調査を通じて申立てが悪意に基づくものであることが判明した
            ときは、規範委員会は、併せてその旨の認定を行うものとする。この場合、申立者が弁明の機会を求めたときは、これに応じ
            るものとする。

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(補28-226) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P23】
　　   　　　      　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(補29-226) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPを差替えて掲載予定です。

（オ）配分機関への報告及び調査への協力等

227

2
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現第10条(本調査実施の決定)2項に227の内容を盛り込み修正し、下記記載の第10条2
項を新規定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL

「機関は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議しなければならな
い」ことを規程等に定めている。

「調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について
認定する」ことを規程等に定めている。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

(補30-227) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第10条 規範委員会は前条により報告を受けた場合は、速やかに本調査実施の有無を決定し、その旨を申立て等の受付後３０日以内
             に資金配分機関、関係官公庁等(以下「資金配分機関等」という)へ報告しなければならない。
　    ２　　規範委員長は、本調査を実施することを決定した場合、速やかに本調査委員会を設置し、資金配分機関等へ調査方針、調査
             対象及び方法等について報告・協議のうえ、本調査を開始しなければならない。また、本調査を実施する旨を申立者、被申立
             者とその所属機関に対して通知を行うものとする。
　    ３　　規範委員長は、本調査を実施しないことを決定した場合、その理由を付して申立者に通知を行うものとする。この場合、規範委
             員会は、予備調査の資料等を適切に保存するものとする。

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(補31-227) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P22】
　　   　     　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(補32-227) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPを差替えて掲載予定です。

228

2
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現第17条(通知)1項に228の内容を盛り込み修正し、下記記載の第17条(通知・ 終報
告)1項を新規定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL
(補33-228) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第17条 規範委員会は、前条第２項の本調査結果を、学長、法人理事長、申立者、被申立者、資金配分機関等に文書で通知する。
             資金配分機関等への 終報告書の提出期限は、告発等の受付から２１０日以内とする。ただし、期限までに調査が完了し
             ない場合であっても、調査の中間報告を資金配分機関等に文書で通知する。

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(補34-228) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P24】
　　   　　      　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(補35-228) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPを差替えて掲載予定です。

229

2
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現第15条(調査の中間報告・報告)に229の内容を盛り込み修正し、下記記載の第15条
(本調査の中間報告・報告)3項を新規定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL

 

(補36-229) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第15条 本調査委員会は、申立て等に係る研究に対する資金配分機関等からの要請があれば、調査の終了前であっても、調査の
             中間報告を当該資金配分機関等に行うものとする。
    　２　　本調査委員会は、調査を開始した日から原則として１５０日を経過する日までに調査を終了させ、調査結果を規範委員長に
　　　　　　報告しなければならない。
      ３　　本調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに規範委員会へ報告し、規範委員会の認定後、
             資金配分機関等へ報告する。また、本調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又
             は閲覧、現地調査にも応じるものとする。

「調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する」こ
とを規程等に定めている。

「告発等の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等に
おける管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む 終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完
了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する」ことを規程等に定めている。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(補37-229) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P23】
　　   　　      　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(補38-229) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPを差替えて掲載予定です。

230

1
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現第15条(調査の中間報告・報告)1項に既に定めていますが、230の内容を受け、下記
記載の第15条(本調査の中間報告・報告)1項を新規定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL
(補39-230) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」

 第15条  1　　本調査委員会は、申立て等に係る研究に対する資金配分機関等からの要請があれば、調査の終了前であっても、
                    調査の中間報告等を当該資金配分機関等に行うものとする。

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(37-230) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P23】
　　   　　   　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(38-230) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPを差替えて掲載予定です。

231

2
「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の現第15条(調査の中間報告・報告)に231の内容を盛り込み修正し、下記記載の第15条
(本調査の中間報告・報告)3項を新規定文とすることが規範委員会で決定されています。
平成26年11月1日付で、下記に記載の新規定案を施行する予定です。

公表予定内容および参考URL

(補40-231) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第15条  ３　　本調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに規範委員会へ報告し、規範委員会の
                     認定後、資金配分機関等へ報告する。また、本調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る
                     資料の提出又は閲覧、現地調査にも応じるものとする。

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(補41-231) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P23】
　　   　　      　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(補42-231) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPを差替えて掲載予定です。

【懲戒処分について】

232

1
不正を行った場合の懲戒については、「不正行為防止・不正使用防止に関する規程」の第21条(措置)2項に定めており、懲戒の種類に
ついては「就業規則 第54条(懲戒の種類)」で定めています。

公表予定内容および参考URL
(補43-232) 「新規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」
 第21条  学長は、規範委員会の報告に基づき、研究活動の不正行為および研究費の不正使用があったと認めたときは、その重大性
              の程度に応じて、次の各号に掲げる措置をとるとともに、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

懲戒の種類及びその適用に必要な手続等を明確に示した規程等を定めている。

「調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる」
ことを規程等に定めている。

「配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関
に提出する」ことを規程等に定めている。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

              （１）研究活動の不正行為および研究費の不正使用が認定された被申立者に対する、　研究費の返還命令
              （２）研究活動の不正行為および研究費の不正使用が認定された被申立者に対する、関連論文の取り下げ等の勧告
              （３）その他、研究活動の不正行為および研究費の不正使用が認定された被申立者、の研究不正行為の排除および大学の
                    信頼性回復のために必要な措置
　　　２　　研究活動の不正行為および研究費の不正使用が認定された被申立者、および関係者については、第17条第１項により報告
　　　　　　を受けた法人理事長が、法人内に懲戒委員会を設置し、検討の上懲戒処分を行う。又、必要に応じて法人にて告訴又は、告
　　　　　　発の手続きを進める。

※220に記載していますが、改正した「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の新規定は、
   現規程(下記HP)である
　　(39-232) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について」,【冊子P24】
　　   　　   　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html」 のHPと、
　　(40-232) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　のHPを差替えて掲載予定です。

・(41-232 ) 学内HP専用「学校法人東邦大学就業規則 第6章 表彰・懲戒 第54条」
　　　　　　　　：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/pdf/4-1-20111001.pdf
　第54条 懲戒は、その程度により次のとおりとする。
           （1）譴 責 始末書をとり将来を戒める。
           （2）減 給 １回の事案について平均給与の半日分以内とし、１ヵ月間の減給は、その給与の総額の10分の１を超えることはな
　　　　　　　 い。
           （3）出勤停止 期間は１ヵ月以内とし、その間の給与は一切支給しない。
           （4）降 職 役付を免じ、または格下げする。

           （5）諭旨退職 退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告に応じないときは懲戒解雇とする。
           （6）懲戒解雇 即時に解雇する。
        ２ 法人の施設、機械、器具、什器備品等を紛失または損傷し、法人に金銭上の損害を与えた場合は、懲戒のほかにその全部ま
            たはその一部を弁償させる。

第３節　不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

（１）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定

301

1
学長直轄の不正防止計画推進部署である学事統括部研究支援課や各地区の競争的資金の運営・管理担当部署(発注・納品検収・会
計部門等)が中心となり、科研費等の運営・支出管理を行う上での問題点や、研究者からの使用ルールに関する問題点の指摘を整理
し、管理・監査のガイドライン第1節～第６節の内容にあてはめ、機関全体として優先的(早急)に改善が必要と判断した「不正発生要因」
に対する「不正防止計画」を、 高管理責任者である学長の承認を受け、新たな不正防止計画を追加、HPに掲載し実行しています。

参考URL
・(42-301) 公的研究費管理マニュアル「第1章 共通、３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行(1)(2)」

　　　　        ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                   →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(43-301) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、不正防止計画」,【冊子P30-32】
　　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
　　　　　　　　 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002j9l.pdf
・(44-301) 公的研究費不正防止について、「３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行」
　　　        　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

302

1
301に記載していますが、不正発生要因に対する具体的な対応策を併せて記載し、HPを通じ機関内外に周知・公開しています。

参考URL
・(45-302) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、不正防止計画」,【冊子P30-32】
                 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
                   →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002j9l.pdf
・(46-302) 公的研究費不正防止について、「３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行」

不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し評価している。

不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定している。
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　　　        　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

303

2
301に記載していますが、HPに掲載している不正防止計画の不正要因は、優先的に取り組む事項を掲載しています。
現在掲載している「不正防止計画」は改正された管理・監査のガイドラインの内容に合った「不正防止計画」に一部修正し、掲載すること
が規範委員会で決定されています。平成26年11月1日付で、新不正防止計画をHPに掲載し、機関内外へ周知を図っていく予定です。
不正防止計画の定期的な見直しについては、現不正防止計画がHPに掲載してまだ１年足らずということもあり、今年度末までは不正防
止計画の効果を検証し、検証結果をもとに不正防止計画の内容改善と、各地区の競争的資金の運営・管理部署((発注・納品検収・会計
部門等)と新たな不正要因について検討し、新不正防止計画の追加を図る予定としています。

また、不正による告発があった場合は、その原因に対する不正防止計画を策定し実行していくこととしています。

参考URLと公表文章
・(補44-303) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、不正防止計画」,【冊子P30-32】
                 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
　　　　　　   　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002j9l.pdf
  公表文章：３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行
　　　　　　　　　  不正発生の要因・・・不正防止計画を策定・実行したにもかかわらず、不正事案が発生する。

 　　　　　　　 　　防止計画・・・不正事案の調査から明らかになった不正発生の具体的な要因について、その再発防止策を検討し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　不正防止計画に追加する。
　　　　　　　　Ⅲ 不正防止計画の点検・評価
　　　　　　　　　　公的研究費使用に係わる不正を発生させる要因の把握に努め、不正防止計画について点検・評価を行い、見直し
　　　　　　　　　　を図る。

（２）不正防止計画の実施

304

1
301に記載していますが、不正防止計画推進部署は学事統括部研究支援課であり、本学HP「公的研究費不正防止について」の「３.不正
を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行(2)」に掲載されています。

参考URLと公表文章
・(47-304) 公的研究費管理マニュアル「第1章 共通、３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行(2)ア」,【冊子P6】
       　　　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　 　→http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(48-304) 公的研究費不正防止について「３.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行(2)ア」

　　　　　 　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　公表文章：(2) 不正防止計画の実行について
　　　　　　　　　ア　不正防止計画の推進を担当する者を学事統括部研究支援課内に配置する。
・(49-304) 学内専用HP「学校法人東邦大学事務組織規程、第3章第21の4(7)」
                ：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/pdf2-1_201304.pdf

305

1
301に記載していますが、不正防止計画をはじめとする機関全体の具体的な対策・実施案は、学事統括部研究支援課が作成し、 高管
理責任者である学長の決定のもと実行しています。
各地区における実施状況の確認は、各地区の競争的資金の運営・管理担当部署(発注・納品検収・会計部門)等と、不正防止計画と運
用上との乖離や、新たな不正発生要因の有無、補助金の現使用ルールの問題点について随時ヒアリング等をして確認しています。
学事統括部研究支援課は、202に記載しているとおり「研究支援デスク(研究費の事務処理相談窓口)」も兼ねており、研究者からの「使
用ルールとの乖離」や「補助金使用の可否」等の相談事も参考に、不正防止計画等の実施状況についての確認を行っています。
また、告発等があった場合、その不正発生要因に対する不正防止計画を策定し実行する予定(※)としています。

防止計画推進部署は、不正防止計画をはじめとする機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認し
ている。

防止計画推進部署を設置している（既存の部署を充てている、又は既存の部署の職員が兼務している場合も可）。

不正防止計画は、優先的に取り組むべき事項を中心に、明確なものとするとともに、モニタリングの結果やリスクが
顕在化したケースの状況等を活用し、定期的に見直しを行っている。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕
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調査の観点に係る実施状況調査の観点

※平成26年11月1日以降に規程改正予定の「研究活動の不正防止および研究費の不正使用防止に関する規程」の「第16条2項(4)」で、
「再発防止計画」を立てることになっています。

参考URLと公表文章
・(50-305) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程、第4条」
　　　　　 　 ,【冊子P28-29】
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html

　　　　　　  　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002ag1.pdf
・(51-305) 公的研究費不正防止について「※1規範2規程、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程、第4条」
               ：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(52-305) 公的研究費管理マニュアル　「第1章 共通  3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行(1)(2)ア」,【冊子P6】
               ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
・(53-305) 公的研究費不正防止について　「3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行(1)(2)ア」
　　　        ：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

 公表文章：3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行
　　　　　　　(1) 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定について
　　　　　　　　　不正発生となりうる問題点の洗い出しを行い、大学全体の状況を整理、把握し、具体的な不正防止計画を策定する。
　　　　　　　(2) 不正防止計画の実行について
　　　　　　　　　ア 不正防止計画の推進を担当する者を学事統括部研究支援課内に配置する。
　　　　　　　　　イ 高管理責任者は、不正防止計画の策定と実行に向け、自ら率先して対応すると同時に、その進捗管理に努める。

・(54-305) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、不正防止計画 、Ⅲ不正防止計画の点検・評価」,【冊子P32】
               ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.htm
　　　　　　　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002j9l.pdf
　公表文章：Ⅲ 不正防止計画の点検・評価
　　　　　　　　　公的研究費使用に係わる不正を発生させる要因の把握に努め、不正防止計画について点検・評価を行い、見直しを図
　　　　　　　　　る。

第４節　研究費の適正な運営・管理活動

【予算執行状況の把握について】

401

1
研究者が直接発注できる金額は「１個または１組の金額が税込20万円未満」と規定しており、「どの財源から、何を、いくつ、どこから」購
入したかがわかるよう、検収担当部署に「発注報告書」の提出を義務付けし、発注段階での支出財源の特定を行っています。また、税込
20万円以上のモノを購入する際は、「発注報告書」と同様に発注部署(事務)に「どの財源から、何を、いくつ、どこから」購入するかが記
載された「発注依頼書」の提出を義務付けし、発注段階で支出財源の確認を行っています。
科研費の執行確認は、学事統括部研究支援課在籍の7名のアルバイト(会計処理担当)によって、研究課題別に収支簿を管理(作成)して
います。新科研費システムでは、研究課題別に「予算額・執行額・残額」の把握ができることから、学事統括部研究支援課全員による情
報共有(執行状況確認)ができる体制になっています。

支出依頼伝票の提出が数か月ない場合などは、発注部署や検収部署への確認、直接研究者に研究の進捗状況の確認をメールないし
電話で行っています。

参考URL
・(55-401) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通取扱いル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、2発注の手順」,【冊子P39】
　　　         ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                  → ： http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

・(56-401) 学内専用HP 「各種様式一覧、発注報告書(2013年11月1日更新)・発注依頼書(2013年11月1日更新)」,【冊子P105-106】
　　        　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/doc/index.html
・(57-401 ) 学内専用HP「東邦大学研究費管理システム」：http://hojyokinkanri.toho-u.ac.jp/budget/fraTop.jsp
・(補45-401) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール、全般的事項、発注・納品・検収（調達ルール）」,【冊子P39】
　　            　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

【予算執行状況の検証等について】

発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握している。
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402

1
401に記載していますが、支出依頼伝票の提出が研究支援課等に数か月ない場合は、研究計画の遅延が予想されるため、研究者に
メールないし電話で連絡し、研究計画の進捗状況の確認を行っています。また、研究者からの返答内容によっては、繰越制度・補助事
業廃止手続き・返還等について説明を行っています。

参考URLと記載文章
・(58-402) 学内専用HP 「お知らせ、2013年12月10日付　平成25年度科学研究費助成事業（補助金分・一部基金分）の繰越申請
　　　　　　　手続き」
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/information/info20131210.html

   記載文章： 平成25年度科学研究費助成事業（補助金分・一部基金分） 研究代表者・分担者　各位
                   「平成25年度科学研究費助成事業（補助金分・一部基金分）の繰越申請手続き」につきまして、 (独)日本学術振興会の
                   HPに情報がアップされましたので、ご連絡いたします。
                          (独)日本学術振興会Webサイトへ
                   平成25年度から電子申請システムを利用した申請となりましたので、必ず別添「学内通知文書」をご一読いただきご対
                   応願います。

                          ・学内通知文書 pdf
                          ・繰越申請に当たっての留意事項 pdf
                          ・繰越申請の手引き（研究者用） pdf
                          ・様式C-26「繰越（翌債）を必要とする理由書」【記入例】 pdf
                    なお、ご不明な点等ございましたら下記担当者までご連絡下さい。
                    【担当】東邦大学　学事統括部（科研費担当）  林・新見・真行寺

・(59-402) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、不正防止計画 (Ⅱ 不正防止計画、4研究費の適正な運営・管理活動)」
                ,【冊子P30-32】
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
　　　　　　　　 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002j9l.pdf
・(60-402) 公的研究費不正防止について 「３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行、４．研究費の適正な運営
                ・管理」
                ：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

403

1
402に記載していますが、研究者からの返答内容によって繰越制度・補助事業廃止手続き・返還等の利用を勧めています。また、科研費
使用ルール説明会等でも、研究費の繰越制度について説明を行い周知を図っていますし、学内専用HPの「公的研究費管理マニュアル」
の「お知らせ」欄には、例として「平成25年度科学研究費助成事業(補助金分・一部基金分)の繰越申請手続き」という見出しを設け、研究
者へ周知を図っています。

参考URL
・(61-403) 学内専用HP 「お知らせ、2013年12月10日付 平成25年度科学研究費助成事業（補助金分・一部基金分）の繰越申請手続き」

                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/information/info20131210.html
・(62-403) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、不正防止計画 (Ⅱ 不正防止計画、4研究費の適正な運営・管理活動)」
                ,【冊子P30-32】
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
　　　　　　　　 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002j9l.pdf
・(63-403) 公的研究費不正防止について　「３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行、４．研究費の適正な運営
                ・管理」
                ：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

404

2
402で回答しているとおり、研究者の返答内容によっては繰越制度・補助事業廃止手続き・返還等について説明し、下記記載のURL等を
案内しています。また、繰越制度・補助事業廃止手続き・返還等を利用してもその後の採択に影響がない旨を説明しています。
科研費使用ルール説明会でも、その旨を口頭説明していますが、今年度からは、公的研究費管理マニュアルHPの「東邦ストリーム」に
掲載する資料として残るように、「繰越をしても採択には影響がない」と口頭で説明していた内容をパワーポイントにする予定です。

参考URL
・(補46-404) 学内専用HP 「お知らせ、2013年12月10日付・平成25年度科学研究費助成事業（補助金分・一部基金分）の繰越申請

                  手続き」
　　　            ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/information/info20131210.html

・(補47-404) 学内専用HP 「東邦ストリーム・ビデオライブラリ」：http://tstream-gakuto.toho-u.ac.jp/

予算執行が当初計画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題がないか確認し、問題があれば
改善策を講じている。

研究費を年度内に使い切れずに返還しても、その後の採択等に悪影響はないことを周知徹底している。

正当な理由により、研究費の執行が当初計画より遅れる場合等においては、繰越制度等を積極的に活用してい
る。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

【業者に対する処分方針について】

405

1
本学HPの「お取引業者様へ」の項目で、学長から「本学に物品（科研費購入分）をご納入頂いているお取引業者様へのお願い」という冒
頭文章の中で、以下の文章を掲載し、東邦大学としての処分方針を定めています。

参考URLと公表文章
・(64-405) 公的研究費管理マニュアル「お取引業者様へ 、本学に物品（科研費購入分）をご納入頂いているお取引業者様へのお願い」
　　        　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

公表文章(抜粋)：万が一本学関係者が行った不正行為に加担した場合、或いは加担したと看做された場合には、以降はお取引
                       停止とさせて頂き ますのでお含み置き下さい。

406

1
405に記載していますが、本学内のHPに「企業の方へ」というページがあり、そのページ内に「お取引業者様へ」というページを設け、業
者に対し本学の不正への対応方針(不正対策に関する方針及びルール、誓約書の提出、不正取引に関与した業者への取引停止)の情
報発信を行っています。
また業者への振込通知の都度、下記の「業者へのFAX通知文」を併せて送信し、不正に加担しない旨の誓約書の提出を促しています。
誓約書未提出業者は、不定期に確認し督促連絡を行っています。
監査室による監査では、監査対象業者に対し「本学の不正対策方針の確認」や「研究者からの不正依頼の有無」等について聞き取り調
査を行っています。

・(65-406) 業者へのFAX通知文：「東邦大学　科研費(補助金)購入による納品業者様へのお願い」
　　　　　　　　　　　　日ごろより補助金業務にご協力いただき有難うございます。このたび、本学での公的研究費に対する不正防止の
　　　　　　　　　　　取り組みを体系的に纏め、HP上に公開いたしました。
　　　　　　　　　　　「東邦大学のトップページ」→ページ右上「企業の方へ」→ページ左下「公的研究費の適正使用」へ進んでいただくか、
　　　　　　　　　　　下記アドレスのホームページをご参照ください。
　　　　　　　　　　　　　http://www.toho-u.ac.jp/company/index.html
　　　　　　　　　　　 また、公的研究費(補助金)で品物を購入する場合は、宛名の指示、納品先の指定、検収担当者による検収等のルー

　　　　　　　　　　　 ルがあります。詳細につきましては、東邦大学のトップページから「東邦大学トップページ」→「本学教職員」→「研究
 　　　　　　　　　　　支援・公的研究費管理マニュアル(含科学研究費補助金ルール)」→「学外専用ページ」→「お取引業者様へ」を進ん
　　　　　　　　　　　 でいただくか、下記アドレスのホームページをご参照ください。
　　　　　　　　　　　　　　http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html
　　　　　　　　　　　 上記のホームページに記載していますが、不正防止対策として業者の皆様には、平成25年10月より「誓約書」を提出
                          していただきますので、ご承知おきください。提出先は、下記の学事統括部宛にお願いいたします。また、納品検収
                          や誓約書の提出にあたり疑問点等がありましたら、学事統括部研究支援課宛にご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　 (※学事統括部研究支援課で支出管理している文科省科研費と厚労科研費での取引業者へ送付状)

参考URL
・(66-406) 公的研究費管理マニュアル「お取引業者さまへ」：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html
・(67-406) 学内専用HP「 学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf
・(68-406) 公的研究費管理マニュアル「第1章 共通、６.適正なモニタリングの実施」,【冊子p8】
              ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(69-406) 公的研究費不正防止について「６.適正なモニタリングの実施」：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

・(70-406) 公的研究費管理マニュアル「第3章　監査に関する規程等、７.内部監査の実施」,【冊子p16】
              ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
               →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/manual_03.pdf

【業者に提出を求める誓約書等について】

不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を機関として定めている。

不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針について、機関の不正対策に関する方針及びルール等を
含め、業者に対し、周知徹底している。

24



調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

407

1
本学では平成25年10月より取引業者へ誓約書の提出を求めていますが、過去に預け金が発生したことと外部への不正抑止の目的に
鑑み、一定の取引実績で選定するのではなく取引業者すべてに誓約書の提出を求める(※)こととしています。なお、今後東邦大学と取
引予定がない業者には、その旨の署名をFAXで返送するようお願いし、誓約書の取付けを省略しています。
(※「金額・取引回数に関係なく、不正は行われる」という結論により)
学事統括部研究支援課では、「誓約書徴収リスト」を作成しており、本リストに基づき誓約書が提出されていない業者へ不定期に「誓約
書提出のお願い」のFAXを送信しています。また、平成25年10月より取引業者への誓約書の徴収を開始したため、今後は徴収率等を考
慮したうえで、提出を求める時期・回数を検討していく予定です。
(現誓約書は、平成26年11月1日付で新契約書に差替え予定です)

参考URL
・(71-407) 東邦大学 誓約書提出のお願い(FAX文面)
・(72-407) 公的研究費管理マニュアル「お取引業者様へ」：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html
・(73-407) 誓約書徴収リスト
・(補48-407) 【業者に提出を求める誓約書等について】
                   ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

【業者に提出を求める誓約書等の内容について】

408

2
現在の誓約書には(ア)(イ)(ウ)は掲載済ですが、(エ)については405で回答しているとおり、学長からの「お取引業者様へのお願い」の冒
頭文章の中で掲載しているのみでした。平成26年9月の規範委員会で(エ)の内容を含んだ下記の新誓約書案が決定されています。平成
26年11月1日付で新契約書をHPにアップし提出を求める予定です。

公表予定内容および参考URL
新誓約書の掲載文章：弊社（又は私）は、貴学からのご依頼の趣旨を十分に理解し、貴学所属の研究者が獲得された公的研究費(科
　　　　　　　　　　　　　　学研究費補助金等)による物品等の購入依頼に際しては、会計上、公正且つ適切な処理を行い、又、発注依頼

　　　　　　　　　　　　　　書等に基づく納品・検収業務についてもご協力することを約束いたします。又、貴学が研究費に関して実施する
　　　　　　　　　　　　　　監査等に際して、取引帳簿の閲覧・提出等の要請があった場合は、可能な限りこれに協力し、貴学研究者等か
　　　　　　　　　　　　　　ら不正な要求があった場合は、貴学の通報窓口へ連絡致します。万一、弊社（又は私）に不正が認められた際
　　　　　　　　　　　　　　は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。

参考URL
・(補49-408) お取引業者へ 「※3誓約書」：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/trader/index.html
・(補50-408) 様式「業者誓約書」：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

409

4
特にありません。

【構成員と業者の癒着を防止するその他の対策について】

410

3
新しい科研費システムを平成26年2月に導入し、リアルタイムでの研究費管理ができる体制へ移行しました。現在は、学事統括部研究
支援課内の会計処理業務の利用のみにとどまっていますが、将来的には本システムを本稼働させ、研究者の発生源入力による購買
データを蓄積(※)し、蓄積した情報をもとに完全な事務による発注システムを構築することで、研究者と業者との癒着防止に繋げたいと
考えています。
(※購買データの蓄積開始は、次年度より一部研究者から開始を予定しています)

【物品・役務の発注業務について】

業者に提出を求める誓約書等に、以下の（ア）から（エ）までの各事項を盛り込んでいる。
（ア）機関の規則等を遵守し、不正に関与しないこと
（イ）内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること
（ウ）不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと
（エ）構成員から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること

業者に対し、一定の取引実績（回数、金額等）や機関におけるリスク要因・実効性等を考慮した上で誓約書等の提
出を求めている。

業者に提出を求める誓約書等に、408の調査の観点の（ア）から（エ）までの各事項以外の事項を盛り込んでいる。

405から409までの調査の観点に係る対策以外に、構成員と業者の癒着を防止する対策を講じている。【調査の重
要観点】
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

411

3
現在は、「1個または1組の金額が税込20万円以上」の場合は、原則、事務で発注を行い、「１個または1組の金額が税込20万円未満」の
場合は、原則、研究者の直接発注を認めています。ただし、研究者の直接発注とした場合は、「直接発注に伴う会計上の責任は、直接
発注を行った本人に帰属する」旨と、「税込20万円未満であっても、第三者発注(用度デスク・検収センター)による発注は可能」との旨
を、公的研究費管理マニュアルのHP・冊子に「使用ルール(権限と責任)」を掲載し周知を図り、使用ルール説明会でもなるべく第三者発
注とするよう研究者へ促しています。
410に記載していますが、今年2月に新科研費システム(研究者の発生源入力から検収、会計処理まで一括管理が可能)を導入しました
が、現在は学事統括部研究支援課での会計処理業務の利用のみにとどまっていますが、将来的には本システムを本稼働

させ、研究者による発生源入力情報(購買データ)を蓄積し、蓄積したデータをもとに事務発注を行っていく予定としています。
(※購買データの蓄積開始は、今年度より一部研究者から開始を予定しています)

参考URL
・(補51-411) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、1発注について」,【冊子P39】
                   ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　            　 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf (※1)

・(補52-411) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール、全般的事項「発注・納品・検収（調達ルール）」,【冊子P39】
　　            　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/files/rule_a02.pdf (※1と同内容)

412

1
「１個または1組の金額が税込20万円未満」の品物は、原則、研究者による直接発注を認めています。研究者の直接発注の際は、401に
記載している「発注報告書」を検収担当部署に提出することになっています。
また、411に記載していますが、研究者発注とした場合は「直接発注に伴う会計上の責任は、直接発注を行った本人に帰属する」旨と、
「税込20万円未満であっても、第三者発注(用度デスク・検収センター)による発注は可能」との旨を公的研究費管理マニュアルのHP・冊
子に「使用ルール(権限と責任)」を掲載し、説明会ではその旨の説明を行い、第三者発注とするよう研究者へ促しています。

参考URL
・(74-412) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、1発注について」,【冊子P39】

　　         　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf (※1)
・(補53-412) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール、全般的事項「発注・納品・検収（調達ルール）」,【冊子P39】
　　　            ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/files/rule_a02.pdf (※1と同内容)

413

1
412に記載していますが、原則、研究者が直接発注できる金額は「1個または1組の金額が税込20万円未満」と明確なルールを制定し、
運用しています。
研究者発注とした場合は、「直接発注に伴う会計上の責任は、直接発注を行った本人に帰属する」旨と、「税込20万円未満であっても、
第三者発注(用度デスク・検収センター)による発注は可能」との旨を「使用ルール(権限と責任)」に記載し、説明会ではその旨の説明を行
い、第三者発注とするよう研究者へ促しています。

参考URL
・(75-413) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、1発注について」,【冊子P39】

　　　          ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　　 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf (※1)
・(補54-413) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール、全般的事項「発注・納品・検収（調達ルール）」,【冊子P39】
                   ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/files/rule_a02.pdf (※1と同内容)

研究者による発注を認める場合は、一定金額以下のものとするなど明確なルールを定めた上で運用している。

研究者（研究室・研究グループに所属する事務職員等を含む）による発注を認めている。

発注業務については、原則として、事務部門が実施している。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

414

1
公的研究費 共通取扱いル－ル（平成25 年度版）「発注・納品・検収（調達ルール）」の「1.発注について」では、原則として、研究者の直
接発注可能額を「１個または1組の金額が税込20万円未満」と定めてあり、下記HP「発注・納品・検収（調達ルール） 1.発注について」の
該当ページには下記のように掲載されています。研究者の権限と責任を明確化させており、HPや公的研究費マニュアル冊子に掲載し、
研究者への周知を図っています。

公表内容：直接発注にあたっては、発注先の公平性及び発注金額の適正性等に十分に留意して下さい。直接発注に伴う会計上の責任
　　　　　　　は、直接発注を行った本人に帰属します。

参考URL
・(76-414) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、1発注について」,【冊子P39】
　　　          ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

415

3
401に記載していますが、事務では研究者から支出依頼伝票の提出が数カ月ない場合など、発注部署や納品検収部署への発注報告書
等の提出確認や、研究者にメールないし電話連絡による研究の進捗状況の確認を行っています。また、収支簿の支出状況から特定業
者への支払いが集中していないかを注視しています。研究の遅れや特定業者の支払いが集中していると思われる場合には、注意喚起
を行うとともに繰越制度等の助言を行っています。
また、今年2月に導入した新科研費システムでは、購入業者ごと・課題ごとに年間の取引金額や取引件数が抽出できることから、この機
能をうまく活用(分析等)し、不正抑止に利用したいと考えています。

【物品・役務の検収業務について】

416

1
平成25年10月より、東邦大学の全地区(大森地区・習志野地区・大橋病院・佐倉病院)で事務による検収が行われています。
・大森地区(医学部・大森病院)・・・大森学事部学事支援課会計(用度デスク)
・大森地区(看護学部)・・・看護学部事務室検収担当者
・大橋地区(大橋病院)・・・大橋病院用度管財課
・佐倉地区(佐倉病院)・・・佐倉病院用度管財課
※実験動物の納品検収は、原則各地区の実験動物センターにて行っています。

参考URL
・(77-416) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、8検収について」,【冊子P42】
　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

417

4
研究者あるいは研究者と同じ部屋にいる他の研究者等による検収は、認めていません。全ての購入品に対して事務による納品検収を
義務付けしています。

参考URL
・(補55-417) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、8検収について」,【冊子P42】
　　　　　　  　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　 　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

【発注した当事者以外の検収が困難である場合について】

418

4
全ての購入品に対して事務による納品検収を義務付けしていますので、検収業務を省略する例外的な取扱いは行っていません。

参考URL
・(補56-418) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、8検収について」,【冊子P42】
　　　　　　  　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　 　 　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

研究者（研究室・研究グループに所属する事務職員等を含む）による検収を認めている。

検収業務については、原則として、事務部門が実施している。

一部の物品等について、発注した当事者以外の検収業務を省略する例外的な取扱いとしている。

研究者による発注を認める場合は、研究者の権限と責任を明確化し、当該研究者にあらかじめ理解してもらってい
る。

物品・役務の発注（調達）に関し、予算の執行状況の把握・分析結果により、予算の適正執行を促すほか、調達
データの分析を通じて特定の業者との関係などに注力することでリスクに応じた対応が図られているのかを検証し
ている。【調査の重要観点】
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕
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記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

419

4
全ての購入品に対して事務による納品検収を義務付けしていますので、検収業務を省略する例外的な取扱いは行っていません。

参考URL
・(補57-419) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、8検収について」,【冊子P42】
　　　　　　  　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　 　　 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

【発注した当事者以外の検収が可能である場合について】

420

4
全ての購入品に対して事務による納品検収を義務付けしていますので、該当しません。

参考URL
・(補58-420) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、8検収について」,【冊子P42】
　　　　　　   　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　 　　 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

421

4
全ての購入品に対して事務による納品検収を義務付けしていますので、該当しません。

参考URL
・(補59-421) 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ル－ル、発注・納品・検収（調達ルール）、8検収について」,【冊子P42】
　　　　　　　   ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
　　　　　　　  　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

【業者による納品物品の持ち帰りや納品検収時における納品物品の反復使用などについて】

422

423

424

4
業者の入出構管理は行っていません。

425

4
納品物品へのマーキングは、行っていません。

一部の物品等について、発注した当事者以外の研究者が検収を実施している。

一部の物品等について、発注した当事者以外の検収業務を省略する例外的な取扱いとしている場合、取引件数、
リスク等を考慮し、抽出方法・割合等を適正に定め、定期的に抽出による事後確認を実施している。

一部の物品等について、発注した当事者以外の研究者が検収を実施している場合は、発注者の影響を完全に排
除した実質的なチェックが行われるよう、上下関係を有する同一研究室・研究グループ内での検収の実施を避けて
いる。

業者の入出構管理の対策を講じている。

業者による納品物品の持ち帰りや納品検収時における納品物品の反復使用などを防止するための具体的な対策
を講じている。

過去に業者による納品物品の持ち帰りや納品検収時における納品物品の反復使用などによる不正が認められた
ことがある。

納品物品へのマーキングの対策を講じている。
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〔機関名：東邦大学〕
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426

1
シリアル番号という名称ではないですが、大学の固定資産となる備品(金額20万円以上)には「備品管理番号」を、用品(金額10万円以上
20万円未満)には「用品管理番号」を付記したシールを、品物に張り付けて管理しています。また固定資産システムには、備品・用品管
理番号で必要なデータ(保管場所等)を登録し管理しています。

427

4
特にしていません。

【特殊な役務に関する検収について】

428

2
特殊な役務の検収については、平成26年9月開催の規範委員会で下記の検収方法が決定され、平成26年11月1日より行う予定です。
・ソフトであれば、導入業者ないし発注研究者から導入後のソフトを起動してもらい、目視確認を行う。
・機器の保守・点検・修理ならば、業者から報告書とともに現場にて修理箇所の目視確認を行う。(一部地区では実施済)
・液体ヘリウムや窒素ガス等の検収は、現場に足を運びメーター類の数字増の目視確認を行う。(一部地区では実施済)

429

3
有形の成果物がある場合、成果物及び完了報告書等の履行が確認できる書類により、事務が検収を行っています。
「調査の観点」に記載されている「仕様書・作業工程などの詳細な知識を有する発注者以外の者の検収確認」をするとなると、かなり難し
いと考えています。
例えば、発注した研究者と同教室の研究者が、「発注した研究者の研究内容を本当に理解しているのか」という疑問があります。研究内
容を理解していなければ、納品されたモノが、発注した研究者の研究内容に沿ったモノなのかどうかの判断ができませんし、また研究者
同士はライバルでもあることから、発注した研究者が開発したモノを、同教室の研究者に見せる(研究成果漏えいの可能性)ということを
嫌うのではないかと思っています。

上記のことから、東邦大学では平成26年9月開催の規範委員会で下記の検収方法が決定され、平成26年11月1日より行う予定です。

①ソフトであれば、導入業者ないし発注研究者から導入後のソフトを起動してもらい、目視確認を行う。(全地区で平成26年11月1日より
実施予定)

430

2
428で記載していますが、機械の保守・点検・修理ならば、業者から報告書とともに現場にて修理箇所の目視確認を、全地区で平成26年
11月1日より実施予定です。

【非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理について】

431

2
203に記載しているように、改正された管理・監査のガイドラインに合うよう教室管理から事務管理へと改善を図るため、「守衛室にタイム
カードを設置する出退勤管理 (非常勤雇用者が守衛に声をかけ、タイムカードをもらって打刻する管理)」 に変更する旨が既に決定され
ており、平成26年11月開催予定の公的研究費使用ルール・適正使用説明会で出退勤管理ルール変更の旨を説明し、12月以降実施予
定です。

成果物がない機器の保守・点検などの場合、検収担当者が立会い等による現場確認を行っている。

有形の成果物がある場合、成果物及び完了報告書等の履行が確認できる書類により、検収を行うとともに、必要
に応じ、抽出による事後チェックなどを含め、これに係る仕様書、作業工程などの詳細をこれらの知識を有する発
注者以外の者がチェックしている。

特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守・点検など）に関する検収につ
いて、実効性のある明確なルールを定めた上で運用している。

その他（423から425までの各対策以外）の対策を講じている。

シリアル番号の付記の対策を講じている。

非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理については、原則として事務部門が実施している。
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕
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参考URL
・(補60-431) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール、謝金」,【冊子P70-80】
　　　            ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html

432

2
研究者から非常勤雇用者の雇用依頼があった際は、非常勤雇用者を出勤日初日に事務窓口に立寄らせ、事務から雇用財源が税金で
ある旨と勤務条件の説明(出退勤の仕方等)、カラ謝金等の注意について口頭説明を行っています。また「研究協力者さまへ(205参照)」
という用紙を渡し、注意喚起をうながしています。431に記載していますが、平成26年12月以降、「守衛室にタイムカードを設置する出退
勤管理 (非常勤雇用者が守衛に声をかけ、タイムカードをもらって打刻する管理)」に切り替える事から、雇用契約を結んだ方も「第三者
(守衛)による目視確認」も可能となる予定です。

参考URL
・(補61-432) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール、謝金　「研究協力者さまへ」」,【冊子P79-80】
　　　            ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html
                    → ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule/files/rule_s07.pdf

【換金性の高い物品の管理について】

433

2
平成26年9月開催の規範委員会において、換金性の高い物品の管理は、検討の結果、学校法人東邦大学経理規程に準じた管理とする
ことが、再確認されています。
学校法人東邦大学経理規程・第5章固定資産会計・第37条2項では、「有形固定資産は、図書を除き1個または1組の価額が20万円以上
のもので耐用年数が1年以上のものをいう」と定められており、用品は、第6章物品会計・第46条2項「前項の用品とは、1個または1組当
たりの取得価額が10万円以上20万円未満のもので、その耐用年数が1年以上のものをいう。ただし、少額でも助成金等で購入した物
品、特に重要と認められるものについては、有形固定資産として管理しなければならない」と定められています。

上記学内規程を受け、科研費では「税込20万円以上を備品、20万円未満は消耗品」として管理してきましたが、学校法人東邦大学経理
規程に準じ、科研費でも税込10万円以上20万円未満の品物である用品は、備品管理と同様の管理(使用ルール)に変更する旨を11月開
催の公的研究費使用ルール・適正使用説明会で説明し、12月より施行する予定です。
「競争的資金等での購入明示」については、備品・用品管理番号シールである「黄色シール」を発行し、購入品に貼り、「競争的資金等に
よる購入品である」とわかるようにしています。また、備品・用品の所在については、固定資産管理システムへ入力することで、所在把握
を行っています。
参考URLと掲載文章

・(補62-433) 学内専用HP 学校法人東邦大学経理規程：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/5-1_20140715.pdf

学校法人東邦大学経理規程
第5章　固定資産会計 (固定資産の範囲)
第37条　この規程において「固定資産」とは次のものをいう。
(1)　有形固定資産(美術工芸品を含む。)　土地、建物(建物付属設備を含む)、構築物、教育研究用機器備品、その他の機器備品、
　　　図書、車輌、建設仮勘定

(2)　その他の固定資産　　借地権、電話加入権、施設利用券、敷金・保証金、有価証券、長期貸付金、引当特定資産、特定基本金
　　　引当資産、ソフトウェア
2　有形固定資産は、図書を除き1個または1組の価額が20万円以上のもので耐用年数が1年以上のものをいう。
3　その他の固定資産のうちソフトウェアは、その取得価額が20万円以上のもので耐用年数が1年以上のものをいう。

第6章　物品会計 (物品の範囲)
第46条　この規程において「物品」とは、固定資産以外の用品、消耗品および医療材料等をいう。

非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理については、研究室任せにならないよう、事務部門が採用時や定期
的に、面談や勤務条件の説明、出勤簿・勤務内容の確認等を行っている。

換金性の高い物品については、競争的資金等で購入したことを明示するほか、物品の所在が分かるよう記録する
ことなどにより、適切に管理している。
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2　前項の「用品」とは、1個または1組当たりの取得価額が10万円以上20万円未満のもので、その耐用年数が1年以上のものをいう。
　  ただし、少額でも助成金等で購入した物品、特に重要と認められるものについては、有形固定資産として管理しなければならない。
3　「消耗品」とは、1個または1組あたりの取得価格が10万円未満のものをいう。ただし、少額で特に重要と認められるものについては、
　　前項同様に有形固定資産として管理する。

【研究者の出張計画の実行状況等について】

434

1
研究者は、原則出張前に電子システムから「出張願」を事務に提出し、学部長決裁後に出張となっているため、事務側で出張計画の実
行状況を確認できる体制となっています。

参考URL
・(78-434) 公的研究費管理マニュアル「文科省取扱いルール、旅費　<提出書類>(出張前)」 ,【冊子P63】
　　　　　　  ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html
　　　　　　 　→：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/files/rule_r02.pdf

435

1
出張の事実確認においては、研究者側から様式7「旅費(概算・精算)請求並支出計算書」・様式8「出張記録」と、旅行会社発行の行程
表・見積書・領収書、出張中に会議を行った場合は様式9「会議録(出席者名要記載)」を、学会参加であれば学会期間・開催場所・タイム
テーブル・アブストラクト等の資料を提出してもらい、「確実に参加している」という証拠を確認して、支出を行っています。
434に記載した「出張願」には、「支出財源」欄が設けてあり、出張前に支出財源を決めさせて「出張願」を提出させています

参考URL
・(79-435) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール、旅費　<提出書類>(出張前)(出張後)」 ,【冊子P63】

               ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule/index.html
　　　　　　　 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/files/rule_r02.pdf

・(補63-435) 学内専用HP「各種様式一覧」,【冊子P116-118】：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/doc/index.html
　・様式７．旅費計算書
　・様式８．出張記録（旅費・交通費用）
　・様式９．（会議費用）会議録

第５節　情報発信・共有化の推進

501

1
202に記載していますが、競争的資金等に関する使用ルール等の相談窓口を設置しています。相談窓口は、下記HPに掲載し機関内外
へ周知・公表しています。また、構成員へ配布している公的研究費マニュアル冊子にも、相談窓口を記載し周知しています。

参考URLと公表文章
・(80-501) 公的研究費管理マニュアル「第１章　共通、８．研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置」,【冊子P8】
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
・(81-501) 公的研究費不正防止について「８．研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置」
　　　    　 　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

   公表文章：８．研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置
　　　　　　　　競争的資金等の使用に関するルール・事務手続き等についての機関内外からの相談については、｢研究支援デスク｣
　　　　　　　　が窓口になり対応する。
　　　　　　　　連絡先
　　　　　　　　　学事統括部研究支援課　研究支援デスク
　　　　　　　　　電話　03-5763-6582(直通)
　　　　　　　　　　　　　03-3762-4151(代表)　内線2125(大森)
　　　　　　　　　e-mail　hojyokin@jim.toho-u.ac.jp

502

1
競争的資金等の不正への取組に関する方針(学長方針)は、下記ページに記載し、機関内外へ周知・公表しています。

参考URL
・(82-502) 公的研究費管理マニュアル「はじめに」,【冊子P1】：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
・(83-502) 公的研究費管理マニュアル「お取引業者様へ」：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html
・(84-502) 公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

研究者の出張計画の実行状況等を事務部門で把握・確認できる体制としている。

競争的資金等の不正への取組に関する機関の方針等を外部に公表している。

競争的資金等の使用に関するルール等について、機関内外からの相談を受け付ける窓口を設置している。

研究者の出張計画の実行状況等の把握・確認については、用務内容、訪問先、宿泊先、面談者等が確認できる報
告書等の提出を求め、重複受給がないかなども含め、用務の目的や受給額の適切性を確認し、必要に応じて照会
や出張の事実確認を行っている。
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第６節　モニタリングの在り方

【内部監査部門について】

601

1
学校法人東邦大学内部監査規則により、法人の運営諸活動の遂行状況を適法性と妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・
評価し，助言・提言を行うことを目的とし、内部監査室を設置している。

参考URLと掲載文章
・(85-601) 学内専用HP「学校法人東邦大学内部監査規則  第２条(監査の目的)」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf
　掲載文章：第２条 監査は，法人の運営諸活動の遂行状況を適法性と妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価し，助言・
　　　　　　　　　　　　提言を行うことを目的とする。

602

1
学校法人東邦大学内部監査規則により、法人の 高責任者である理事長直轄部門であるため必要な権限を付与されている。

参考URLと掲載文章
・(86-602) 学内専用HP「学校法人東邦大学内部監査規則 第６条(監査室)３」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf
　掲載文章：第６条 監査に関する業務は，監査室がこれを担当する。
　　　　　　　　　  ２  監査室に関し必要な事項は，別に定める。
                      ３  理事長は，監査を実施するにあたり，監査室長および監査室員を監査担当者として命ずるものとする。
                      ４ 前項に関わらず，理事長は，監査実施上必要と認めたときは，臨時に監査担当者を任命することができる。

【監査手順を示したマニュアルについて】

603

1
監査室業務内容手順及び科研費業務内容手順の監査規則に基づいて、監査室の監査主体が監査を実施する際の監査手順及び監査
実施上の留意点を示したもので、監査の質を一定に保っている。

監査マニュアル
・(87-603) 学内内部資料　「監査室　業務内容手順」、　「科研費　業務内容手順」

【不正発生要因の分析、監査計画の立案について】

604

1
法人本部監査室は、内部監査実施計画に基づき、補助金監査ならびに不正防止対策の検討及び運用の実施状況について、不正防止
体制整備状況監査を実施している。

参考URL
・(88-604) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、不正防止計画 6.モニタリングの充実」,【冊子P32】
　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
                 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002j9l.pdf

・(89-604) 公的研究費不正防止について「6.モニタリングの充実」：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(90-604) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正
　　　　　　　使用に関する規程、第22条(監査)」,【冊子P24】
                 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
                  →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002agn.pdf
・(91-604) 公的研究費不正防止について「1規範2規程、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用に
　　　　　　　関する規程」

　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
　　　　　　　　→：http://www.toho-u.ac.jp/dbps_data/_material_/toho/prevention/fuseiboushi.pdf (91-604と同内容)

監査手順を示したマニュアルを作成し、随時更新しながら関係者間で活用することにより、監査の質を一定に保っ
ている。

内部監査部門は、ガイドライン第３節（１）「実施上の留意事項」①に示すリスクを踏まえ、機関の実態に即して不正
発生要因を分析している。

内部監査部門を 高管理責任者の直轄的な組織として位置付け、必要な権限を付与するための内部規程等を整
備している。

内部監査部門を設置している。
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605

1
学校法人東邦大学内部監査規則に具体的記載はないが、監査結果を基に監査項目の内容見直しを図り、不正防止を鑑み内部監査を
実施している。

参考URL
・(92-605) 学内専用HP 「学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf
・(補64-605) 監査室内部資料「平成26年度　内部監査計画書」

【内部監査の実施について】

606

1
文部科学省発行の科研費ハンドブックでは、一般監査の実施課題数は概ね交付を受けている研究課題の10％となっているが、本学監
査室においては採択件数及び交付金額を鑑み50％が適当と考え抽出をしている。
抽出方法としては、ルールに不慣れと思われる新規交付者、管理が難しいと思われる謝金支払者、機器備品及び図書(税込単価１万円
以上)購入研究者等の課題を優先的に抽出し、事前に書類精査を行った上で、ヒアリング及び購入物品の確認等を行っている。
なお、一般監査として、毎年、６月頃から７月頃にかけて前年度分の文部科学省や厚生労働省等の研究費を対象とし、内部監査実施ス
ケジュールを作成し、本スケジュールに基づき、1年間をかけ、全所属の前年度分を対象に一巡する形でチェックを行っている。
それに加え、毎年、６月頃から７月頃にかけて前年度分の文部科学省や厚生労働省等の研究費を対象とした特別監査を実施している。

参考URL
・(93-606)  学内専用HP 「学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf
・(94-606)  監査室内部資料監査実施スケジュール
・(95-606)  監査室内部資料監査実施通知書
・(96-606)　公的研究費管理マニュアル「第３章 監査に関する規程等、7.内部監査の実施」,【冊子P16】
　　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

                   →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/manual_03.pdf

・(補65-606) 学内専用HP 「学校法人東邦大学経理規程　第37条(固定資産の範囲)2・3、第44条(現品確認)」
                     ：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/5-1_20140715.pdf
・(補66-606) 学内専用HP 「固定資産管理規則、第3条(施設関係資産の定義)」
　　　　　　　　　 ：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/5-3_201207.pdf

・(補67-606) 学内専用HP 「東邦大学科学研究費補助金等経理事務取扱規程、第5条(設備等の寄付)」
　　　　　　　　　 ：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/tjoimi0000001lcu-att/tjoimi0000001oiq.pdf
・(補68-606) 監査室内部資料「科学研究費補助金監査の手続き」

【リスクアプローチ監査について】

607

1
平成26年度から、特別監査の一部として、リスクアプローチ監査を実施している。
今後、学事統括部と事前協議し、必要な監査内容で実施していく予定であるが、今回は7月に抜き打ちで、「謝金支払者の勤務実態」に
関する監査を実施済である。

参考URL
・(97-607) 学内専用HP 「学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf
・(98-607) 公的研究費管理マニュアル「第1章共通、6.適正なモニタリングの実施」,【冊子P8】
                ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html

                 →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(99-607) 公的研究費不正防止について「6.適正なモニタリングの実施」
　　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(100-607) 公的研究費管理マニュアル「第3章監査に関する規程等、7.内部監査の実施」,【冊子P16】
　　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                   →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/manual_03.pdf

内部監査部門は、不正が発生するリスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ちなどを含めたリスクアプ
ローチ監査を実施している。【調査の重要観点】

内部監査部門は、把握された不正発生要因に応じて、監査計画を立案し、随時見直し、効率化・適正化を図ってい
る。

内部監査部門は、毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の形式的要件等が具備されているかなどのチェッ
クを一定数実施している。
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・(補69-607) 学内専用HP 「学校法人東邦大学経理規程　第37条(固定資産の範囲)2・3、第44条(現品確認)」
                     ：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/5-1_20140715.pdf
・(補70-607) 学内専用HP 「固定資産管理規則、第3条(施設関係資産の定義)」
　　　　　　　　　 ：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/5-3_201207.pdf
・(補71-607) 学内専用HP 「東邦大学科学研究費補助金等経理事務取扱規程、第5条(設備等の寄付)」
　　　　　　　　　 ：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/tjoimi0000001lcu-att/tjoimi0000001oiq.pdf

【リスクアプローチ監査の具体的な方法について】

608

4
研究者が学事統括部に提出する旅費請求並支出計算書・出張願い・学会開催プログラム・出張記録等を基に確認・検証を行っている
が、直接学会及び打合せ相手等への確認は行えていない。今後、実効のある第三者への確認方法を検討していく。

609

1
研究者が学事統括部に提出する会計書類（旅費請求並支出計算書、出張願、学会開催プログラム、出張記録等）を基に、事前に書類
精査を行った上で、抽出した研究者の一部(6名程度)に対して、①学会の規模、②学会の内容、③発表の有無、④情報交換の有無につ
いてヒアリングを行っている。
監査時期は、毎年、６月頃から７月頃にかけて前年度分の文部科学省や厚生労働省等の研究費を対象とし行っている。

参考URL
・(101-609) 学内専用HP 「学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf
・(102-609) 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール、旅費」,【冊子P59-69】

                   ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule.html
                     →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/files/rule_r01.pdf
・(103-609) 公的研究費管理マニュアル「第１章共通、6.適正なモニタリングの実施」,【冊子P8】
　　　　　　　　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                     →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(104-609) 公的研究費不正防止について「6.適正なモニタリングの実施」：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(105-609) 公的研究費管理マニュアル「第3章監査に関する規程等、7.内部監査の実施」,【冊子P16】
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/manual_03.pdf

610

1
平成26年度は、特別監査の一部として、雇用契約中の研究補助員(非常勤)のうち、監査スケジュール並びに研究者、研究補助員の勤
務日程等を考慮し、無作為に抽出しヒアリングを行った。(人数21名)
監査時期は、毎年、６月頃から７月頃にかけて前年度分の文部科学省や厚生労働省の研究費を対象とし今後行っていく予定である。

参考URL
・(106-610) 学内専用HP 「学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf

・(107-610) 公的研究費管理マニュアル「第１章共通、6.適正なモニタリングの実施」,【冊子P8】
　　　　　　　　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                     →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(108-610) 公的研究費不正防止について「6.適正なモニタリングの実施」：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(109-610) 公的研究費管理マニュアル「第3章監査に関する規程等、7.内部監査の実施」,【冊子P16】
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/manual_03.pdf

611

1
税込単価20万円以上の機器備品及び税込単価1万円以上の図書については全件現品確認を行っている。
監査時期は、毎年、６月頃から７月頃にかけて前年度分の文部科学省や厚生労働省の研究費を対象とし行っている。

参考URL
・(110-611) 学内専用HP 「学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf

研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を一定期間分抽出して先方に確認、出勤簿に照らし合わせている。

非常勤雇用者の一部を対象に勤務実態についてヒアリングを行っている。

納品後の物品等の現物確認を行っている。【調査の重要観点】

研究者の一部を対象に、当該研究者の旅費を一定期間分抽出して出張の目的や概要についてヒアリングを行って
いる。
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・(111-611) 公的研究費管理マニュアル「第１章共通、6.適正なモニタリングの実施」,【冊子P8】
　　　　　　　　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                     →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(112-611) 公的研究費不正防止について「6.適正なモニタリングの実施」：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(113-611) 公的研究費管理マニュアル「第3章監査に関する規程等、7.内部監査の実施」,【冊子P16】
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/manual_03.pdf

612

1
特別監査の一部として、年間取引額が比較的多い取引業者を対象としてヒアリング等の個別調査を実施しており、又、その一部(2社)に
ついて帳簿の突合も含めた詳細調査を行った。
監査時期は、毎年、６月頃から7月頃にかけて前年度分の文部科学省や厚生労働省の研究費を対象とし、今後とも行っていく予定であ
る。

参考URL
・(114-612) 学内専用HP 「学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf

・(115-612) 公的研究費管理マニュアル「第１章共通、6.適正なモニタリングの実施」,【冊子P8】
　　　　　　　　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                     →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(116-612) 公的研究費不正防止について「6.適正なモニタリングの実施」：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(117-612) 公的研究費管理マニュアル「第3章監査に関する規程等、7.内部監査の実施」,【冊子P16】
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/manual_03.pdf

613

1
前年度分の研究費を対象にしたリスクアプローチ監査として、下記4点を実施している。
① 収支簿及び支出依頼伝票と見積書・納品書・請求書等の会計証憑との精査並びに支払状況の確認を行っている。
② 物品については納品場所は事務部門とし、事務検収担当者が現物確認のうえ納品書に検収印を押印した後研究者へ引渡し、研究
者も同様に押印を行うことになっていることから、適正な処理がされているか書類上で確認を行い、事務検収担当者へのヒアリングも実
施している。
③ 文部科学省から本学学長口座への入金、学長口座から研究者への配分及び学事統括部が管理をしている預金通帳の入出金等に
ついて、適正に処理がされているか確認をしている。

④「東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に関する規程」第22条に基づき、不正防止体制整備状
況監査として、「東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会」等の実施状況、内容等を開催通知や議事録等により確認をしている。

参考URL
・(118-613) 学内専用HP 「学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf
・(119-613) 公的研究費管理マニュアル「第１章共通、6.適正なモニタリングの実施」,【冊子P8】
　　　　　　　　 ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                     →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_01.pdf
・(120-613) 公的研究費不正防止について「6.適正なモニタリングの実施」：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(121-613) 公的研究費管理マニュアル「第3章監査に関する規程等、7.内部監査の実施」,【冊子P16】
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/manual_03.pdf
・(122-613) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、１規程2規範、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研
　　　　　　　 究費の不正使用防止に関する規程、第22条」
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002agn.pdf
・(123-613) 公的研究費不正防止について「1規程2規範、東邦大学における研究活動の不正行為防止および研究費の不正使用防止に
　　　　　　　 関する規程、第22条」
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(124-613) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会規程」,【冊子P28-29】
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
                    →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002agb.pdf
・(125-613) 公的研究費不正防止について「1規範2規程、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会」
　　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

その他（608から612までの方法以外）の方法による監査を実施している。【調査の重要観点】

業者の帳簿との突合を行っている。【調査の重要観点】
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調査の観点に係る実施状況
〔機関名：東邦大学〕

数字
記入

調査の観点に係る実施状況調査の観点

・(126-613) 内部資料、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会「開催通知・議事録」

【監事及び会計監査人との連携について】

614

1
内部監査部門は、年２回、監事宛に監査報告書を提出、監査報告会を開催し、情報交換、意見交換を行っている。
また、監事、監査法人との監査計画の概要説明会及び報告会を合わせて年２回開催し意見交換等を行っている。

参考URL
・(127-614) 学内専用HP「学校法人東邦大学監事監査規程　第４条」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_1.pdf

【コンプライアンス教育における取扱いについて】

615

1
「学校法人東邦大学内部監査規則」に基づき、競争的資金に関する内部監査は毎年度実施している。
内部監査結果に対しては、「東邦大学の公的研究費に関する不正行為防止および研究費の不正防止計画　6.モニタリングの充実」に基
づき学事統括部研究支援課(防止計画推進部署)にて公的研究費管理マニュアルの使用ルール改正、新ルール等を検討し、使用ルー
ル説明会や公的研究費管理マニュアルHP等で通知を行っている。また、指摘内容によっては不正防止計画に反映させている。

参考URL
・(128-615) 学内専用HP 「学校法人東邦大学内部監査規則」：https://faculty.toho-u.ac.jp/portal/hp/rules/7_2.pdf

・(129-615) 公的研究費管理マニュアル「規程等の制定について、不正防止計画、Ⅱ不正防止計画」,【冊子P30-32】
　　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/boshi.html
                   →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/fusei/tjoimi0000002aez-att/tjoimi0000002j9l.pdf
・(130-615) 公的研究費不正防止について「３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行」
                  ：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html
・(131-615) 学内専用HP 「東邦ストリーム・ビデオライブラリ」：http://tstream-gakuto.toho-u.ac.jp/

監査報告の取りまとめ結果について、コンプライアンス教育の一環として、機関内で周知を図り、類似事例の再発
防止を徹底している。

内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化している。
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「ガイドラインの実施等に関する履行状況調査」留意事項のフォローアップ

〔機関名：東邦大学〕

留意事項 履行状況 未履行事項についての実施計画

○ 研究費申請予定・採択者等を対象とした説明
会を開催するとともに、学内ホームページを通じ
て、資料・動画の閲覧等の取組が講じられてい
るが、全ての研究者及び事務職員に対し、ルー
ルや意識を浸透させるための更なる実効性ある
取組について工夫すること。

２５年度は科研費等の補助金採択者に対する「公的研究費使用ルール・適正使用説明会」の会場
を、従来の２地区(大森地区(医学部・大森病院・看護学部、習志野地区(薬学部・理学部))から、４
地区(大森地区、大橋病院、佐倉病院、習志野地区)で行う予定でしたが、大橋病院の日程が合わ
ず大橋病院を除く３地区で開催し、説明会参加者全員に習熟度テスト(資料1)を実施しました。ま
た、説明会欠席者には、ビデオストリーム配信(資料2)で受講後、説明会参加者と同様に習熟度テ
ストを行い、テスト用紙を提出してもらっています。
・資料1 学内専用HP「資料8・習熟度テスト」
             ：http://tstream-gakuto.toho-u.ac.jp/doc/h25_05_08-1.pdf
・資料2 学内専用HP「東邦ストリーム」：http://tstream-gakuto.toho-u.ac.jp/

平成２６年４月下旬に行いました「新規採択者向け使用ルール等説明会」の第１・２部では、「科研
費提出書類等の年間スケジュールと使用ルール(資料3)」について説明を行い、第３部では改正さ
れた「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(以下「管理・監査のガイドライン」
という)」の内容説明(資料4)を行っています。
・資料3 学内専用HP「資料1、H26年度文科省科研費・新規採択者向け説明会」：
                 　http://tstream-gakuto.toho-u.ac.jp/doc/h26_01_01.pdf
・資料4 学内専用HP「資料2 管理・監査のガイドラインの改正内容について」：
                   http://tstream-gakuto.toho-u.ac.jp/doc/h26_01_02.pdf

継続採択者も含めた２６年度の「公的研究費使用ルール・適正使用説明会」では、規範委員会で
決定された「改正版管理・監査のガイドライン」に対応した新使用ルールの説明とルール施行時期
(12/1施行)を説明する予定です。説明会は、１１月の早い時期に４地区(大森・大橋・佐倉・習志野)
で開催し、使用ルールと習熟度テストを行う予定としています。

平成２６年度の継続採択者を含めた「公的研究費使用ルール・適正説明会」は、11月以降に、４地
区(大森・大橋・佐倉・習志野)で開催する予定です。新使用ルール説明会修了後、周知期間を空け
12月から運用開始する予定です。

また説明会欠席者のためにビデオストリーム配信および習熟度テストを行い、構成員へ使用ルー
ル等の意識付を行う予定です。

構成員へのコンプライアンス意識の向上のため、CITI JAPANプログラムの第１領域１０単元を３年
間で必須受講とすることを規範委員会として決定し、１１月から受講できるよう現在準備中です。ま
た受講後は、単元ごとの修了書を提出させ履行状況を把握する予定です。

外部機関講師による講習会の実施を検討していましたが、文科省主催の説明会に参加し、講師の
方からまず学内での意識向上の取組みを行ってから、外部講師の講演を行ったほうが有益とのア
ドバイスをいただき、一旦保留としています。

○ 研究者の発注の権限と責任等について、運
用実態を踏まえ、更に明確化するとともに、運用
において、実質的な事務局発注の機能を高める
ための工夫を講じること。

平成25年8月末の履行状況は下記①～④でしたが、平成26年10月末では、全て実施済です。
①職務権限(研究者と事務職員)の明確化を図るため、マニュアル(HP・冊子、資料5)にその旨を明
記
   する。
　　→　平成25年11月に実施済。
        　資料5 公的研究費管理マニュアル「文科省科研費取扱いルール」,【冊子P39-82】
            ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/rule/index.html

②研究支援の観点から研究者が直接発注できる金額の増額見直しを行う。
   (1個または1組の金額が税込5万円以下を税込20万以下に変更)
　　→　平成25年10月に実施済。
　　　　 資料6 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ルール、発注・納品・検収
　　　　　　　　　(調達ルール)、1発注について」,【冊子P39】
            ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
             →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf
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「ガイドラインの実施等に関する履行状況調査」留意事項のフォローアップ

〔機関名：東邦大学〕

留意事項 履行状況 未履行事項についての実施計画

③取引業者に対して『不正行為に加担しない』旨の『誓約書 (資料7)』の提出を義務付ける。
　　→　平成25年11月に実施済。
          資料7 公的研究費管理マニュアル「 お取引業者様へ「※3誓約書」」
　　　　 　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

④取引業者の取扱商品の情報収集を行い、データ化し管理するために、今年度内に発注から納
   品検収・代金支払まで一元管理できるシステムソフトの導入を検討中である。
　　→　平成26年2月にシステムソフトを導入済(資料8)。
　　　　 資料8 学内専用HP「東邦大学研究費管理システム」
　　　　 　：http://hojyokinkanri.toho-u.ac.jp/budget/fraTop.jsp

○ これまで「公的研究費管理マニュアル」によ
り、位置付けられていた不正防止計画について
は、今回の再発防止策等も含め、「不正防止計
画」として策定し、機関内外に公開するとともに、
計画の着実な履行とその進捗管理に努めるこ
と。

平成25年9月に開催した規範委員会で不正防止計画案が審議・承認され、平成25年9月17日付で
ホームページで内外に公開(資料9)しました。平成25年10月開催の「公的研究費使用ルール・適正
使用説明会(ビデオストリーム配信)」では、不正防止計画の内容説明を行い、また全ての学内の研
究者と研究に携わる事務職員に対し『不正防止計画の制定』のお知らせメール配信を行っていま
す。
・資料9  公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

不正防止計画の着実な履行とその進捗管理については、 高管理責任者である学長が、規範委
員会等の開催時に、各学部責任者等の委員から履行状況を聞き、順調に履行しているのを確認し
ています。
現在は、改正された「管理・監査のガイドライン」に対応した新不正防止計画が規範委員会で承認
され、11/1付けで施行される予定です。
構成員へは、使用ルール説明会や個別メールで、新不正防止計画の施行をお知らせする予定で
す。

「新不正防止計画」の構成員への施行通知は、１１月の早い時期に全構成員宛にメール配信する
予定です。

○ 検収体制の強化などの再発防止策も含め､
今後検討・実施予定とされている諸事項につい
ては､取組の着実な履行に努めるとともに､運用
実態・効果等について点検・評価を行いつつ､公
的研究費の管理・監査体制の整備・充実に努め
ること。

◆納品検収について
平成25年10月より佐倉病院でも、事務職員による納品検収を開始したことから、全地区で事務職
員による納品検収体制が確立(資料10)しました。

・資料10 公的研究費管理マニュアル「公的研究費共通ルール、発注・納品・検収(調達ルール)
             、8.検収について」
　　　　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/index.html
                →：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/manual/files/h25manual_04.pdf

納品検収の問題点の把握と改善については、各地区の納品検収を行う事務担当者と学事統括部
研究支援課が常時連絡を取り合い問題点を解決しています。

◆発注段階での財源把握および購買システムの構築について
科研費と文科省管轄の補助金については、研究者ないし事務からの発注時に、業者作成の見積
書等の宛名に「競争的資金名」をつけるよう指示していますので、発注時から支出財源が特定でき
るようにしています。
また、学事統括部研究支援課では、平成26年2月に発注(発生源入力)機能がある新科研費システ
ムを導入しました。この発注システムを利用すると、発注者は「品名・数・支出財源」を入力しない
と、事務の購買部門に情報が流れないシステムになっています。発注システムの運用について
は、今後規範委員会内で検討していく予定としています。
 (資料8  学内専用HP「東邦大学研究費管理システム」を参照)

今後は、文科省推奨の事務による完全発注体制を構築すべく、新科研費システムの「発注(発生
源)入力システム」を利用した、事務方発注を検討していきたいと考えています。
現在、医学部・看護学部・薬学部・理学部・3病院に研究者がいて、キャンパスも大きく４地区にわ
かれています。26年度から、各地区若干名の研究者の協力を得て、発注システムテスト運用を
行ってもらい、品物のデータ収集と、発注から納品までの流れに問題がないかを確認します。ま
た、次の段階として研究者の範囲を拡げ、さらに品物のデータ収集等の実績を積んだ上で、28年
度までには事務による完全発注の実現を図りたいと考えています。
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「ガイドラインの実施等に関する履行状況調査」留意事項のフォローアップ

〔機関名：東邦大学〕

留意事項 履行状況 未履行事項についての実施計画

◆誓約書の提出について
昨年9月に開催した規範委員会で、研究者からの『誓約書』の提出について審議・承認され、予定
どおり平成26年4月から『誓約書(研究者用)(資料11)』を提出させています。

・資料11 学内専用HP 公的研究費管理マニュアル「各種様式一覧、誓約書」
              ：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/internal/doc/index.html

◆アルバイト等雇用の出退勤管理について
『目視管理』と『自宅勤務』を不正防止の観点から規範委員会で審議を行った結果、競争的資金等
を財源とする雇用契約者と非雇用契約者の出退勤管理は、各地区ともタイムカードで行うことが承
認されました。タイムカードの出退勤管理は、「雇用契約者あるいは非雇用契約者が自ら守衛に声
をかけ、タイムカードをもらい打刻することから、守衛による「目視確認」となり、不正防止が図るこ
とができます。
また、規範委員会では「自宅勤務」をより透明な管理とするために、従来研究者自身の判断で自宅
勤務可とさせていたものを、「コンプライアンス推進責任者(=学部長)の許可で、自宅勤務を認める」
という規定に改め、12/1以降運用開始とする予定です。

11月以降、各地区で開催する「公的研究費使用ルール・適正使用説明会」終了後から周知期間を
空け「自宅勤務ルール」を12月から運用させる予定です。

○ ホームページへの掲載については、「行動規
範」、「管理・運営体制」、「マニュアル」、「不正防
止計画」、「相談窓口」・「通報窓口」(連絡先や手
続きを含む)、「取引業者に対する処分」(取引停
止等の取扱・手続きを含む)などとともに、これら
に関係する諸規程を、内外からの利用者の視点
に立って、分かりやすく体系化・集約化して掲載
し、情報発信・共有化の推進に努めること。

ホームページは、平成25年9月開催の規範委員会で、新しい使用ルールがの承認されたことに伴
い、東邦大学トップページにある「東邦大学の取り組み」項目の中に、新たに「公的研究費不正防
止」という項目を設け表示していますが、現在改正された管理・監査のガイドラインに沿って修正し
ており、11/1付での差替えを予定しています。

【現行】(資料8参照)
公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

現在の掲載内容は下記のとおり。
・題目『公的研究費不正防止について』
  ①機関内の責任体系の明確化(文章と組織図掲載)
　

  ②不正防止規程の制定
　　　　・ルールの明確化・統一化について
　　　　・職務権限の明確化について
　　　　・関係者の意識向上について
　　　　・調査及び懲戒に関する規程の整備及び運営の透明化について

　③不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行
　　　　・不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定について
　　　　・不正防止計画の実行について
　④研究費の適正な運営・管理
　　　　・予算執行状況の確認について
　　　　・支出財源特定による発注報告書等の提出について

【11/1～】資料12
HP改定、公的研究費不正防止について：http://www.toho-u.ac.jp/others/prevention/index.html

・題目『公的研究費不正防止について』
  ①機関内の責任体系の明確化(文章と組織図掲載)
　　　　・ 高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進
　　　　  責任者補佐(新設)・コンプライアンス推進副責任者の役割文章の追加
　　　　・責任体系図の変更
　②不正防止規程の制定
　　　　・ルールの明確化・統一化について(構成員の定義・指針を追加)
　　　　・職務権限の明確化について
　　　　・構成員の意識向上について
            (コンプライアンス教育の義務化、研究者以外の構成員の取組指針の提示)
　　　　・調査及び懲戒に関する規程の整備及び運営の透明化について
　③不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実行
　　　　・不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定について
　　　　・不正防止計画の実行について
　④研究費の適正な運営・管理
　　　　・予算執行状況の確認について
　　　　・支出財源特定による発注報告書等の提出について
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「ガイドラインの実施等に関する履行状況調査」留意事項のフォローアップ

〔機関名：東邦大学〕

留意事項 履行状況 未履行事項についての実施計画

       　・業者への取引停止の説明について
　　　　・物品費の発注及び納品検収の方法について
　　　　・非常勤雇用者の勤務確認について
　　　　・取引停止について

　　　　・業者への取引停止の説明について
　　　　・物品費の発注及び納品検収の方法について
　　　　・非常勤雇用者の勤務確認について (ICカード・タイムカード以外の管理について)
　　　　・取引停止について (業者の自己申告の際の対応)

　⑤情報の伝達を確保する体制の確立
　　　　・使用ルールの相談窓口(研究支援デスク)の設置について
　　　　・内外からの通報(告発)窓口の設置について
　　　　・通報(告発)の際の対応について
        ・公的研究費管理マニュアル・使用ルールの理解度を把握する
　　　　・研究者及び事務員への説明会の実施と周知徹底について
　⑥適正なモニタリングの実施
　　　　・監査方法について
　　　　・監査結果の報告について
　⑦研究費の不正使用等の通報（告発）窓口の設置
　⑧研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置

また、東邦大学ホームページのトップページの『企業の方へ』というページにも『公的研究費の適正
使用』という題目を設け、上記内容の①から⑧と、学長名による『お取引業者様へ』と、検収場所等
が記載された『納品場所や納品検収のルール』と、『業者の皆様へ・東邦大学の科研費における物
品の発注・納品・検収について』というパワーポイントと、『通報窓口』のお知らせと、不正には加担
しないという旨の『誓約書』を掲載し提出させています。

・公的研究費の適正使用：http://www.toho-u.ac.jp/company/index.html
・お取引業者様へ、通報窓口、誓約書
　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

　⑤情報の伝達を確保する体制の確立
　　　　・使用ルールの相談窓口(研究支援デスク)の設置について
　　　　・内外からの通報(告発)窓口の設置について
　　　　・通報(告発)の際の対応について
        ・公的研究費管理マニュアル・使用ルールの理解度を把握する
　　　　・研究者及び事務員への説明会の実施と周知徹底について
　⑥適正なモニタリングの実施
　　　　・監査方法について
　　　　・監査結果の報告について
　⑦研究費の不正使用等の通報（告発）窓口の設置
　⑧研究費に関する事務処理等の相談窓口の設置

また、東邦大学ホームページのトップページの『企業の方へ』というページにも『公的研究費の適正
使用』という題目を設け、上記内容の①から⑧と、学長名による『お取引業者様へ』と、検収場所等
が記載された『納品場所や納品検収のルール』と、『業者の皆様へ・東邦大学の科研費における物
品の発注・納品・検収について』というパワーポイントと、『通報窓口』のお知らせと、不正には加担
しない旨と新たに通報の旨の追加した改定版『誓約書』を掲載し提出させています。

・公的研究費の適正使用：http://www.toho-u.ac.jp/company/index.html
・お取引業者様へ、通報窓口、新誓約書(研究者から不正要求があった際は通報窓口へ連絡する
　旨を追記)
　　　　：http://www.toho-u.ac.jp/univ/hojyokin/external/trader/index.html

【記述に当たっての留意事項】
１．「留意事項」欄には、「ガイドラインの実施等に関する履行状況調査」の結果、付された留意事項を転載してください。留意事項のうち、「ガイドラインの改正内容を踏まえ、必要に応じ、体制等の見直し及び整備・充実に努めること。」の留意事項に
ついては、「調査の観点に係る実施状況」において確認するため転載は不要です。

なお、「ガイドラインの改正内容を踏まえ、十分な再発防止策を講じるとともに、必要に応じ、体制等の見直し及び整備・充実に努めること。」の留意事項については、「ガイドラインの改正内容を踏まえ、十分な再発防止策を講じること。」を留意事項
として転載してください。
　また、平成２５年度にフォローアップを実施した１８機関については、平成２５年８月末時点で未履行事項のあった留意事項のみを転載してください。フォローアップの結果、付された「改善すべき事項」についても、この欄に転載してください。
２．「履行状況」欄には、留意事項（改善すべき事項）ごとに、それぞれに対する履行状況について、その履行状況の根拠となる資料・データ等を適宜引用・貼付するなど、具体的に記述してください。また、未履行の場合は、「未履行事項についての
実施計画」欄に現在の検討状況・実施予定時期等を記述してください。
３．一つの留意事項の履行状況に実施済・未実施の事項がある場合は、記述例を参考に記述してください。
[例：再発防止策として、３つの事項を掲げているが、そのうちの１つが未実施：「履行状況」欄に、全ての再発防止策を記述した上で、実施済の事項は、「履行状況」欄へ、未実施の事項は、「未履行事項についての実施計画」欄へそれぞれ記述して
ください。]
４．文字サイズは１２ポイントとしてください。
５．ページ数に制限は設けませんが、できるだけ簡潔かつ明瞭に記述してください。また、公表されることを前提として、できるだけ分かりやすい表現等を用いてください。
６．記述量に合わせて、「留意事項」欄、「履行状況」欄及び「未履行事項についての実施計画」欄の「行の高さ」は、適宜変更してください。また、記述欄が１行で足りない場合は、行を挿入し、記述欄を拡張してください。なお、印刷した際に、文字が
切れてしまわないように適宜調整してください。
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